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はじめに 

 

札幌市では、平成 29 年度までの 10 年間を計画期間とする一般廃棄物処理基本計画「スリムシテ

ィさっぽろ計画」を平成 20 年３月に策定し、平成 21 年７月から家庭ごみ有料化や新たな分別区分

（「雑がみ」「枝・葉・草」）を含む「新ごみルール」を導入するなど、ごみ減量・リサイクル施策

を総合的かつ積極的に展開してきました。この「新ごみルール」の開始により札幌市のごみは大幅

に減少し、計画に掲げた５つの目標のうち３つの目標を前倒しで達成することができ、さらに、老

朽化していた篠路清掃工場を廃止することができました。 

更なるごみ減量・リサイクルを推進するため、平成 26 年３月には、「スリムシティさっぽろ計画

(改定版)」を策定し、計画の最終年度である平成 29 年度においては、改定計画の目標を達成する

ことはできませんでしたが、家庭から出る廃棄ごみ量は１人１日当たり 386 グラムまで減少するな

ど、ごみの減量は着実に進みました。 

 そして、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）のうち、より効果的に天然資源投入量を削

減できる２Ｒ（リデュース・リユース）を優先し、更なるごみ減量・リサイクルを推進していくた

め、平成 30 年３月に新たな一般廃棄物処理基本計画である「新スリムシティさっぽろ計画」を策

定しました。 

また、国においては、近年のプラスチックを取り巻く様々な課題解決に向け、令和元年５月に「プ

ラスチック資源循環戦略」を策定しました。2030 年までに使い捨てプラスチックを累積 25％排出

抑制するなどの目標を掲げ、プラスチックの資源循環を総合的に推進するための取組を進めていま

す。さらに、令和元年 10 月には、「食品ロス削減推進法」が施行され、国、地方公共団体、事業者、

消費者等の多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスを削減するための取組が進められていま

す。 

 今後、札幌市では、「新スリムシティさっぽろ計画」の目標に掲げた「ごみのいちばん少ないま

ち」の実現に向け、これまでの２Ｒ推進に加え、新たな課題であるプラスチック削減や、食品ロス

削減についても、市民・事業者と連携しながら、ごみ減量・リサイクルの取組を進めてまいります。 

ここに「新スリムシティさっぽろ計画」の策定後３年目となる令和２年度の年次報告書を作成し

ましたので、事業内容等についてご覧いただくとともに、今後とも、ごみ減量・リサイクル施策の

推進にご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

令和３年 10 月 
環境局長 米田 智広 
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新スリムシティさっぽろ計画の体系図 
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凡  例 
 

 

 

  数値の単位未満、平均値、指数などの算出方法は四捨五入 

 を原則としたため、合計数値とその内訳の計とが一致しない 

 場合があります。 
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新スリムシティさっぽろ計画について 

 

 

１ 計画の策定の背景 

札幌市では、「環境低負荷型資源循環社会（都市）の実現」を目標に掲げ、平成 20 年度から平成 29年

度までの 10 年間を計画期間とする一般廃棄物処理基本計画「スリムシティさっぽろ計画」を、平成 20

年３月に策定しました。 

同計画では、家庭ごみの有料化や「雑がみ」「枝・葉・草」の分別収集を始めとする「新ごみルール」

の導入など、様々な施策を実施し、市民の協力によって、大幅にごみの減量・リサイクルが進み、清掃

工場１か所の廃止や埋立地の延命化を進めることができました。 

また、平成 26 年３月には、更なるごみの減量・リサイクルに向けて同計画を改定し、紙類・容器包

装プラスチックの適正排出や生ごみの減量・リサイクルについて重点的に取組を進め、高いレベルでご

み減量・リサイクルを維持しています。 

この間、国連では「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が採択され、環境や資源・廃棄物問題を含む取

組の新たな目標が示されました。また、国においては「第三次循環型社会形成推進基本計画」が策定さ

れ、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）のうち、リサイクルよりも優先的に行うべき２Ｒ（リ

デュース・リユース）の取組をより一層進めることが示されました。更に、平成 28 年１月に改定され

た「廃棄物処理基本方針」では、災害廃棄物対策の必要性についても新たに示されたところです。 

また、札幌市においては、平成 25 年３月に策定した新たなまちづくりの指針である「札幌市まちづ

くり戦略ビジョン」において、「循環型社会の構築」を目指し、市民・事業者・行政の連携による取組

を一層推進することを掲げています。 

一方、今後の社会を見据えると、目前に控えた人口減少と急速に進行する高齢化への対応が課題とな

っています。次の世代により良い環境を引き継ぐためには、世界や国が目指す方向性を踏まえつつ、市

民のニーズや生活スタイルなどの変化に対応しながら、ごみ減量・リサイクルの取組を進めていく必要

があります。 

このような背景から、札幌市は、平成 27 年 12 月に、第８期札幌市廃棄物減量等推進審議会に対し、

札幌市や国の動向、今後の社会情勢を見据えた新計画の方向性について諮問しました。 

同審議会では、今後のごみ減量・リサイクルに取り組むべき方向性として、改めて３Ｒの取組推進の

重要性を認識し「３Ｒの更なる推進」や「超高齢社会への対応」、「事業ごみの減量に向けた取組推進」

等の提言を盛り込んだ「次期札幌市一般廃棄物処理基本計画の方向性について（答申）」を平成 29年７

月にとりまとめました。 

この答申に盛り込まれた提言の趣旨や、世界や国の動向、札幌市の総合計画である「札幌市まちづく

り戦略ビジョン」などを踏まえ、「環境首都・札幌」を目指して更なるごみの減量・リサイクルに取り

組んでいくため、このたび、新たな一般廃棄物処理基本計画を策定しました。 
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２ 新スリムシティさっぽろ計画の目標と体系 

(1) 基本目標 

新計画では、札幌市のごみ排出量（資源物も含めた家庭ごみ・事業ごみ全ての量）を１人１日当

たり 100ｇ減量し、ごみ排出量の少なさで政令市トップになることを目標としています（平成 27 年

度において４位）。 

基本目標は、これまでの計画の考え方である３Ｒの推進を継承するとともに、ごみ排出量で政令

市トップを目指すことを市民・事業者に分かりやすく示すため、「ＳＡＰＰ ＲＯいちばん！ 減

らそう１００ｇ ～ごみのいちばん少ないまちへ みんなで３Ｒ～」としました。 

 

【基本目標】 

ＳＡＰＰ  ＲＯいちばん！ 減らそう１００ｇ 

～ごみのいちばん少ないまちへ みんなで３Ｒ～ 
 

 

(2) 基本方針 

  基本目標の達成に向けては、環境負荷をできるだけ少なくする「環境」の側面だけでなく、市民・

事業者・行政が共通の理解を持ち、ともに協力する仕組みをつくりあげる「協働」や、将来にわた

り誰もが安心してごみ出しできる体制を構築するための「安心」、さらにコストの最適化を図る「効

率」といった側面にも配慮する必要があります。 

  そこで、新計画では「環境」・「協働」・「安心」・「効率」の４つの基本方針を掲げ、これらのバラ

ンスを取りながら各施策に取り組んでいきます。 

 

【基本方針１：環境】 

－２Ｒの取組と資源化推進によって、環境負荷が可能な限り少ない社会を目指す― 

 

【基本方針２：協働】 

－市民・事業者・行政の連携による、ごみ減量・リサイクルの取組推進を目指す― 

 

【基本方針３：安心】 

－だれもが安心してごみ出しできる体制を目指す― 

 

【基本方針４：効率】 

－費用対効果を考慮し、コストの最適化を目指す― 
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「目指せいちばん！スリム目標」と達成状況 

 

世界的な資源制約を背景に、天然資源の消費を抑制するためには、資源物を含めたごみ排出量の減 

量が必要であることや、資源物を含めた家庭ごみ量は、政令市の中でも決して少なくないことなどか 

ら、本計画では、資源物を含めた家庭ごみ・事業ごみ全体について２Ｒの取組を優先的に進めるもの 

とし、これを評価するための目標として、「ごみ排出量」を新たに設定し、目標値は、政令市トップ 

となることができる数値とします。 

また、前計画の管理目標であった「廃棄ごみ量全体」「家庭から出る廃棄ごみ量（１人１日当たり）」

「家庭から出る生ごみ量」「埋立処分量」を引き続き目標に掲げ、目標値は「ごみ排出量」の目標値

として設定した水準に合わせて設定します。 

 

１ 「目指せいちばん！スリム目標」 

   ごみ排出量の減量目標  

政令市の中で最少のごみ排出量を目指すため、資源物を含めた家庭ごみ・事業ごみの

排出量を、2016 年度（平成 28 年度）の 59.1 万ｔから 6.8 万ｔ（市民１人１日あたり 100

ｇ）以上減量し、 

 2027 年度（令和９年度）までに 52.3 万ｔ以下  にすることを目指します。 

  ア 令和２年度の結果 

    令和２年度のごみ排出量は 591,817ｔとなり、平成 28 年度に比べて 355t 増加しました。 

 

  イ 評価と今後の課題 

    令和２年度のごみ排出量は、前年度と比べると減少となり、過去最少となった平成 28 年度か

ら微増しました。目標達成に向けて、例えば出前講座など市民・事業者と直接コミュニケーショ

ンをとることができる機会を増やすなど積極的に普及啓発を行う必要があります。しかし、令和

元年度末より広まった新型コロナウイルス感染症により、積極的に行えない状況となっているこ

とから、今後は感染対策を講じた新たな生活様式なども踏まえながら、より効果的なごみ排出量

削減の在り方を模索して参ります。 
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   廃棄ごみ量の減量目標  

札幌市が処理する廃棄ごみ量を、2016 年度（平成 28 年度）の 47.4 万ｔから 6.0 万ｔ

以上減量し、 

 2027 年度（令和９年度）までに 41.4 万ｔ以下  にすることを目指します。 

ア 令和２年度の結果 

    令和２年度の廃棄ごみ量は 472,709ｔとなり、平成 28 年度に比べて 957t 減少しました。 

イ 評価と今後の課題 

    令和２年度の廃棄ごみ量は、前年度と比べると減少となり、過去最少となった平成 28 年度か

ら微減しました。目標達成に向けて、市民・事業者・札幌市が協働し、資源物の適正排出や食品

ロス削減を推進するなど、廃棄ごみ量の減量に努めます。  
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   家庭から出る廃棄ごみ量の減量目標 

家庭から出る廃棄ごみ量を、2016 年度（平成 28年度）の市民１人１日当たり 386ｇか

ら 46ｇ以上減量し、 

 2027 年度（令和９年度）までに 340ｇ以下  にすることを目指します。 

ア 令和２年度の結果 

    令和２年度の家庭から出る１人１日当たり廃棄ごみ量は 399ｇとなり、平成 28 年度に比べて

13ｇ増加しました。 

イ 評価と今後の課題 

    令和２年度の家庭から出る１人１日当たり廃棄ごみ量は、前年度と比べると微増となり、過去

最少となった平成 28・29 年度からも微増しました。目標達成に向けて、資源物の適正排出や食

品ロス削減を推進するなど、家庭から出る廃棄ごみ量の減量に努めます。  
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  家庭から出る生ごみ量の減量目標 

家庭から出る生ごみ量を、2016 年度（平成 28 年度）の 9.6 万ｔから 1.0 万ｔ以上減量

し、 

 2027 年度（令和９年度）までに 8.6 万ｔ以下  にすることを目指します。 

ア 令和２年度の結果  

  令和２年度の家庭から出る生ごみ量は 105,922ｔとなり、平成 28 年度に比べて 10,166ｔ増加    

 しました。 

イ 評価と今後の課題 

    令和２年度の家庭から出る生ごみ量は、過去最少となった平成 28 年度から微増傾向にありま

す。目標達成に向けて、食品ロスの削減や、生ごみの水切りの普及啓発、堆肥化の促進など、家

庭から出る生ごみ量の減量に努めます。  
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   埋立処分量の減量目標 

埋立処分量を、2016 年度（平成 28 年度）の 8.7 万ｔから 2.2 万ｔ以上減量し、 

 2027 年度（令和９年度）までに 6.5 万ｔ以下  にすることを目指します。 

ア 令和２年度の結果 

    令和２年度の埋立処分量は 84,918ｔとなり、平成 28 年度に比べて 2,232ｔ減少しました。 

イ 評価と今後の課題 

    令和２年度の埋立処分量は、前年度と比べると微減となったものの、過去最少となった平成 29

年度から微増しました。目標達成に向けて、家庭ごみの減量・リサイクルの促進とともに、自己

搬入ごみの検査体制の強化、埋立処理場での産業廃棄物の受け入れ品目の縮小、焼却灰リサイク

ルの推進等に努めます。
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モニター指標と達成状況 
 

  「目指せいちばん！スリム目標」を達成するうえで特に重要と考えられる数値をモニター指標とし

て設定し、その状況を把握することによって、目標を達成するための課題の把握、施策の見直しや改

善の際の参考とするための指標として、新たに設定します。 

１ 「モニター指標」 

   家庭から出る食品ロス量 

家庭から出る生ごみには、未開封品や食べ残しなどの食品ロスが多く含まれています。

２Ｒの取組を進めるに当たり、まずは食品ロスを削減することが効果的なため、家庭から

出る食品ロス量の推移を把握します。 

 

  燃やせるごみに含まれる紙類と容器包装プラスチックの量 

燃やせるごみの中には、分別すればリサイクル可能な紙類や容器包装プラスチックが多

く含まれています。リサイクルを今まで以上に推進するためには、適切な分別が必要なた

め、燃やせるごみに含まれる紙類と容器包装プラスチックの量の推移を把握します。 
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  リサイクル率 

容器包装プラスチックや雑がみなどを分別収集してリサイクルしたり、焼却灰をセメン

ト原料としてリサイクルするなど、ごみを資源として活用することにより、天然資源の使

用を抑え、環境負荷を低減することができます。このような資源の有効利用に関する取組

状況を把握するため、リサイクル率の推移を把握します。 

 

  令和２年度のリサイクル率は 25.8％となりました。 

分別協力率※を見ると、びんは 96％（R元は 96％）、缶は 95％（R元は 95％）、ペットボトルは 98％

（R元は 98％）と、100％近くで推移。それ以外の資源物は、「容器包装プラスチック」は 59％（R元   

は 59％）、「雑がみ」は 52％（R 元は 54％）、「枝・葉・草」は 92％（R 元は 91％）となっています。 

今後の課題としては、引き続き、「容器包装プラスチック」や「雑がみ」の分別協力率の向上、集団  

資源回収をさらに促進していくことが求められます。 

※ 分別協力率：ごみステーションに出されたある資源物の総量のうち、正しい収集日に正しく分別され出された量 
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令和２年度のごみ量 
 

１ ごみ処理量 

本市が処理したごみ量は、591,817ｔとなりました。このうち、家庭ごみは 397,386ｔで、前年度より

14,104ｔ（3.7％）増加となり、事業ごみは 194,430ｔで、前年度より 24,507ｔ(11.2%)の減少となりま

した。 

 

（注）上記のごみ処理量は、廃棄ごみ（資源化できず、焼却処理や埋立処分しなければならないごみ）のほか、市の資源化施設で受

け入れた以下の資源物を含みます。 

家庭ごみ：「びん・缶・ペットボトル」「容器包装プラスチック」「雑がみ」「枝・葉・草」 

事業ごみ：ごみ資源化工場に搬入された資源物 
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２ 家庭ごみ量                                 

家庭ごみを焼却や埋立処分する「廃棄ごみ」と資源化する「資源物」とに区分すると、市民１人１日

当たりの廃棄ごみは 399g と前年度に比べ 12g（3.1%）の増加となり、資源物は 152g と前年度に比べ８

g（5.2％）の増加となりました。 

なお、１人１日当たりの家庭から排出されるごみ排出量（「廃棄ごみ」＋「資源物」）は、551g と前年

度に比べ 20g（3.7％）の増加となりました。 

 

３ 事業ごみ量  

本市の施設で処理した事業ごみは 194,430t で、前年度に比べ 24,507t（11.2％）の減少となりまし

た。また、資源物（ごみ資源化工場への搬入量）は 9,278t で、前年度に比べ 1,843t（16.6％）の減少

となりました。 
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４ ごみ処理フロー  

 

※１ 地域清掃ごみ：町内清掃などで発生するごみ 

※２ 許可業者搬入：（一財）札幌市環境事業公社が収集して搬入する事業ごみ 

※３ 自己搬入  ：（一財）札幌市環境事業公社以外の事業者などが搬入するごみ 

※４ 埋立前処理 ：燃やせないごみを減容化するために行う破砕処理 

※５ 処理残渣  ：焼却灰及び資源化処理、焼却・破砕処理、埋立前処理により生じた不燃残渣 
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令和２年度までに実施した事業 
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２Ｒを推進するためのしくみづくり 
 

１ ごみ発生・排出抑制のための行動の実践 
 

【施策概要】 

 ３R（リデュース＝ごみを出さない、リユース＝繰り返し使う、リサイクル＝再生利用）のうち、

天然資源の節約に効果的な２Ｒ（リデュース、リユース）の取り組みについて、市民・事業者・関係

団体と協力して進めていきます。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  発生・排出抑制行動の習慣化の促進 

H24～  市民によるごみ減量の取組を進めるため、「ごみ減量キャンペーン」を実施し、ポ

スター掲出、ＣＭ放映、啓発イベントの実施等により、市民への集中的な啓発を行い

ました。<<関連：1-2- ・ 、2-1- 、4-3- ・ >> 

  事業者と連携した簡易包装等の推進 

 

H20～ 

 

 

 

 

 

 

H21～ 

 

 

 

１ レジ袋削減 

 簡易包装、レジ袋やトレイの削減など家庭ごみの減量につながる取り組みを実践す

る店舗や事業者に対して、「さっぽろエコメンバー登録制度」で認定を行いました。 
<<関連：4-3- >> 
  「さっぽろスリムネットオリジナルマイバッグ」をさまざまな機会をとらえて活

用し、マイバッグの持参及び容器包装の減量について、普及啓発を行いました。 
 平成 20 年６月から「レジ袋削減に向けた取組みに関する協定」を締結したスーパ

ーなどでレジ袋の有料化を開始しました。 
 「レジ袋削減に向けた取組みに関する協定」に基づく取組結果の年次報告を行いま

した。また、取組結果の二酸化炭素量への換算を導入しました。 
【Ｒ２参加者団体：10 事業者、７市民団体】 

【Ｒ２協定参加店舗数：213 店舗】 
 

H23～ 

 

２ 容器包装の簡素化 
 「北海道容器包装の簡素化を進める連絡会」に参加し、関係機関と協働で市民、事

業者、メーカーへのアンケート調査の実施やパネル展の開催など、容器包装簡素化へ

の取り組みを行いました。 
  「北海道容器包装の簡素化を進める連絡会」に参加し、ごみ減量に繋がる容器包

装の簡素化などで優れた取り組みを行っている事業者については、「容器包装簡素

化大賞」として表彰し、イベント等で受賞品を展示する等、市民に積極的に紹介し

ました。 

 

H23～ 

 

３ さっぽろエコメンバー登録制度 
  家庭ごみの減量につながる取り組みの拡大を図るため、「さっぽろエコメンバー登

録制度」の取組項目「環境配慮型製品・サービスの販売・提供」の中に、詰め替え・

量り売りの推進を加えました。 

  市民・事業者・関係団体との協働によるごみ発生・排出抑制の推進 

H17～ 

 

 

 

 

 
 
 

 ごみ減量につながる具体的な行動を展開することを目的に、市民・事業者・札幌市

の協働で設立した「ごみ減量実践活動ネットワーク」（通称：さっぽろスリムネット）

の一員として、ごみ減量に向けた市民・事業者の主体的かつ具体的な実践活動の促進

を支援するため、次に掲げるプロジェクトにおいて、さまざまな事業を展開するとと

もに、広く市民・事業者に参加を呼びかけ、ごみ減量実践者の輪の拡大に努めました。 
【Ｒ２札幌市負担金決算額：360 万円】 

施策１ 
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H19～ 

 

 

 

H22～ 

 

 

 

H24～H27 

１ 資源物回収促進事業 
  家庭で作成した生ごみ堆肥を、清掃事務所などで受け入れ、回収後に二次処理を行

いました。また、二次処理後の堆肥は、年度により利用方法を検討し、市民への無料

配布や大通公園及び市内の農地などで活用しました。 
【Ｒ２受入量：1385.3 kg】 

  生ごみの減量・堆肥化方法をわかりやすく説明したＤＶＤの貸し出しを行い、ホー

ムページでの動画配信等を行いました。 
  ダンボールの資源化の促進及び市民の利便性の向上のため、スーパーと共同でダン

ボールの回収ボックスを設置しました。<<関連：2-2- >> 
  市民が色々な資源物を持ち込める臨時拠点を、スーパーマーケットの駐車場等に実

験的に設置しました。 
 

H16～ 

 

H17～ 

 

H18～ 

 

 

 

 

H24 

 

 

H25～H27 

 

H28～ 

 

 

H30～ 

 

R1 

２ 普及啓発活動 
  環境広場さっぽろなどのイベントに参加し、パネル展示、クイズなどを実施し、ご

み減量の普及啓発を行いました。<<関連：4-3- >> 
  ごみ減量・リサイクルに関する市民議論の活性化を図るため、「さっぽろスリムネ

ットフォーラム」を開催し、ごみ減量・リサイクルに関わる情報提供を行いました。 
   ホームページなどにより、資源物回収拠点などのごみ発生・排出抑制のための情報

提供を行いました。 
   子どもたちがゲームを楽しみながらごみの減量を学ぶ「買い物ゲーム」等の出張講

座を開催しました。 
【Ｒ２実施回数：14 回、参加者数：280 人】 

  子どもたちが楽しみながら、ごみの減量を中心に、環境について学ぶことができる

オリジナルの「環境かるた」を作製し、市内の全児童会館・ミニ児童会館に寄贈しま

した。 
  札幌市内の小学４～６年生を対象に、「もったいない」をテーマとしたごみ減量の

紙芝居を募集し、入賞作品を決定しました。 
  札幌市内の小学年生を対象に、ごみの減量やリサイクルをテーマとしたポスターを

募集し、令和２年度は 398 点の応募作品の中から、最優秀賞１点、優秀賞２点、奨励

賞 12 点の計 15 点の入賞作品を決定しました。 
 家庭の食品ロスを削減するため、市民を対象とした料理教室等を開催することで、 
生ごみの減量の普及啓発を行いました。<<関連：1-2- >> 
 海洋プラスチックごみ問題について、啓発パネルの作成・展示や啓発デザインを作 
成しました。 

  環境配慮型製品購入などの促進に向けた取組 

H13～ 

 

H14～ 

 

 

 

 

 札幌市の環境方針に「環境負荷の少ない製品やサービスの利用の推進」を掲げ、率

先して環境配慮型の製品の購入（グリーン購入）を推進してきました。 
 グリーン購入の対象となる品目とその判断基準（どのような物品などを優先的に調

達するかの基準）を定めた「札幌市グリーン購入ガイドライン」を発行し、毎年度、

内容の見直しを行ってきました。 
【Ｒ２ガイドライン：20分野、243 品目指定】 

 

 問い合わせ先 
        環境事業部 循環型社会推進課             電話 211-2928 

      環境都市推進部 環境政策課               電話 211-2877 

      環境都市推進部 環境エネルギー課            電話 211-2872 
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 備考 

  リサイクル推進基金 

アルミ缶などの売却益の一部を原資とする「リサイクル推進基金」の運用益等を「ごみ減量推進

キャンペーン」、「さっぽろスリムネットへの支援」、「資源回収ボックス設置助成金」等の事業に充

当しています。 

 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

基金造成額 0 10,000,000 0 0 0 0 0 

運用益 12,568,210 12,982,177 12,645,000 12,355,641 10,985,000 10,397,000 10,014,743 

決算余剰 0 0 0 416,841 0 74,620 324,944 

一般会計繰入額 12,568,210 47,982,177 12,645,000 57,355,641 36,985,000 10,397,000 10,014,743 

年度末残高 808,321,102 783,321,102 783,321,102 738,737,943 712,737,943 712,812,563 713,137,507 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

基金造成額 0 0 0 0 0 0 0 

運用益 9,912,611 9,976,794 9,028,321 8,001,403 6,436,462 6,264,562 6,175,771 

決算余剰  0 0 0 0 0 0 

一般会計繰入額 9,912,611 9,976,794 9,028,321 8,001,403 6,436,462 6,264,562 6,175,771 

年度末残高 713,137,507 713,137,507 713,137,507 713,137,507 713,137,507 713,137,507 713,137,507 

※ 市の財政状況がひっ迫していることから、平成 21 年度から同基金への造成（積立て）を凍結して

います。 
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２Ｒを推進するためのしくみづくり 
 

２ 生ごみ減量の促進に向けた取組 
 

【施策概要】 

 家庭から出る食品ロスの削減の促進や、水切りの推進など、生ごみの減量に向けた取り組みを進

めていきます。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  家庭における食品ロス削減の促進 

H24 

H26 

 

 

 

 

H27 

 

 

 

 

 

 

H27～ 

 

 

 

 

H28～H30 

 

 

H30～ 

 

R1～ 

 市民から生ごみ減量レシピを募集し、レシピ集を作成、配布しました。 

 生ごみ減量普及啓発ＤＶＤを作成し、市内小学校、中学校、高等学校に配布しました。 

 生ごみをなるべく出さないような調理方法を伝える料理教室を開催しました。 

<<関連：4-3- >> 
 スーパーにおける啓発ポスターの掲示及び店内放送を実施しました。 

<<関連：4-3- >> 
 食品ロス削減スローガン募集を実施しました。 

【Ｈ27 応募件数：505 件】 

 食品ロス削減をテーマにしたシンポジウムを開催しました。 

【Ｈ27 参加者数：269 人】 

 食品ロスを削減できるレシピを伝える料理教室と冷蔵庫整理術講座を実施しまし

た。<<関連：4-3- >> 
【Ｈ27 参加者数：275 人】 

 食品ロスの削減を呼びかけるポスターを作成し、公共施設や公共交通機関、スーパー

等に掲示しました。また、ＣＭを作成し、街頭ビジョンやインターネットで放映しまし

た。<<関連：4-3- >> 
 食品ロスの削減等を呼びかけるパンフレットを制作し、公共施設等で配布しました。         

                 【Ｒ２啓発パンフレット配布数：159,723 部】 

 商業施設等で食品ロス削減を啓発するイベントを実施しました。 

 食品ロスを削減する冷蔵庫整理術セミナーやイベントを実施しました。 

<<関連：4-3- >> 
 家庭の食品ロスを削減するため、市民を対象とした料理教室等を開催することで、 

 生ごみの減量の普及啓発を行いました。<<関連：1-1- 、4-3- >> 

 食品ロスの削減等を呼びかけるテレビ番組の制作・放送をしました。 

  生ごみ水切り促進 

H25～  札幌市立大学、生活用品メーカー、札幌市による産学官共同研究により“札幌発”生

ごみ水切り器を開発し、市民に配布しました。なお、現在は全国で販売されています。 

 ごみ減量キャンペーンを実施し、ＣＭ放映、ポスター掲出、啓発イベント等により市

民に生ごみの水切りを呼びかけました。<<関連：4-3- ・ >> 

 
 

 問い合わせ先 
    環境事業部 循環型社会推進課              電話 211-2928 

 

  

施策１ 
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２Ｒを推進するためのしくみづくり 
 

３ リユース機会の提供 
 

【施策概要】 

 不要になったものを繰り返し使う「リユース」の機会が増えるよう、積極的に情報提供等を行っ

ていきます。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  リユースの促進に向けた取組 

H12～ 

 

 

 

 

 

H16～ 

 

 

 

 

 

 

 

H25～ 

 

 平成 12 年８月、生涯学習総合センターにリサイクルプラザ宮の沢を開設しました。 

 リサイクルプラザでは、リユース家具等の展示提供、各種教室講座やイベントの開

催、情報紙の発行などにより、ごみ減量についての情報提供を行いました。 

<<関連：4-3- >> 

   【Ｒ２開館日数：240 日、来場者数：35,145 人、リユース家具提供個数：737 個 

      教室・講座・イベント参加者数：7,131 人、情報紙発行部数：35,300 部】 

 平成 16 年度から白石清掃事務所跡地を利用して「リユース広場」を開催してきまし

たが、この事業を拡大し、21 年４月に厚別清掃工場跡地にリユースプラザを開設しま

した。 

 リユースプラザでは、リユース家具等の展示提供、ごみ減量講座などの開催、各種イ

ベントの実施等により、ごみ減量についての情報提供を行いました。 

<<関連：2-2- 、4-3- >> 

【Ｒ２開館日数：266 日、来場者数：36,031 人、リユース家具提供個数：3,230 個、 

講座受講者数：55 人、イベント参加者数：955 人】 

 ごみ分けガイド及び札幌市ホームページにリターナブルびん回収協力店を掲載しま

した。<<関連：2-2- >> 

  古着回収の推進 

H26～ 

 

H27～ 

 

 

 

 

  古着のリユース促進のため、平成 26 年 10 月から地区リサイクルセンターで古着の

回収を開始しました。 

  古着のリユース促進と市民の利便性の向上のため、平成 27 年５月に「札幌クリーニ

ング協同組合」と協定を締結し、同年６月から組合加盟の協力店で、古着の無料回収

を開始しました。また、同年８月には、清掃事務所（中央清掃事務所除く）と処理場管

理事務所を回収拠点に追加しました。 

【Ｒ２クリーニング店：70 店、清掃事務所等：６か所  

地区リサイクルセンター：４か所、回収量：31ｔ】 

 

 

 問い合わせ先 

    環境事業部 循環型社会推進課               電話 211-2928 

 

  

施策１ 
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 備考 

  リサイクルプラザ・リユースプラザ 

リユース家具・自転車の展示提供のほか、ごみ減量に関する教室・講座を開催する普及啓発拠点

です。 

 

〇 リサイクルプラザ宮の沢 

  生涯学習総合センター「ちえりあ」内に 

 あり、地下鉄東西線「宮の沢駅」地下直結    

 通路で約５分です。 

  （平成 12 年８月 25日オープン） 

 

 

 ・所在地：札幌市西区宮の沢１条１丁目 

  １-10 ちえりあ１階 

 ・開館時間：10 時～18時 

 ・休館日：年末年始、月曜日（月曜日が祝   

  日の場合はその翌平日） 

 

 

〇 リユースプラザ 

  資源物の持ち込みが可能な「厚別地区リサイク  

 ルセンター」を併設しています。 

  （平成 21 年４月 19日オープン） 

 

 

 ・所在地：札幌市厚別区厚別東３条１丁目１-10 

 ・開館時間：10 時～16時 

 ・休館日：年末年始、月曜日（月曜日が祝日の場   

  合はその翌平日） 
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２Ｒを推進するためのしくみづくり 
 

４ 国や製造・販売業界への働きかけ 
 

【施策概要】 

 国や製造・販売業界に対して、生産・流通・販売段階における発生抑制のしくみをつくるととも

に、回収・リサイクルシステムを整備することを強く働きかけます。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  拡大生産者責任（ＥＰＲ）の徹底 

H27～  容器包装リサイクル法に基づく分別収集や選別にかかる費用は自治体が負担してい

ます。このため、これらの費用を事業者負担とし、拡大生産者責任を推進するよう、大

都市清掃事業協議会や(公社)全国都市清掃会議を通じて国に要望してきました。 

  排出禁止物への対応 

H28～ 

 
 農薬や廃油、ピアノなど、札幌市での収集・処理が困難なものについては「市が収集

しないごみ」としてステーションへの排出を禁止しています。これらについて、拡大生

産者責任の観点から、製造メーカーにより安全に収集・処理される仕組みをつくるよ

う、大都市清掃事業協議会や(公社)全国都市清掃会議を通じて国に要望してきました。 

 

 

 問い合わせ先 
    環境事業部 循環型社会推進課                            電話 211-2912 

 

 備考 

  拡大生産者責任（ＥＰＲ：Extended Producer Responsibility）とは？ 

拡大生産者責任とは、生産者が自ら生産する製品について、生産･使用段階だけでなく、その生

産した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適正なリサイクルや処分について一

定の責任を負うという考え方です。 

 【拡大生産者責任(ＥＰＲ)の範囲】 

生産・流通段階 消費段階 廃棄物処理段階 

● 労働者の安全性 

● 生産工程から環境への汚染

排出の防止と管理 

● 産業廃棄物の十分な管理に

対する資金的・法律的な責任 

● 危険な製品に関する民事的

な責任 

 

● 消費後の製品の管理に関す

る資金的・物理的責任 

 

←  従 来 の 生 産 ・ 流 通 業 者 の 責 任 範 囲  → ←従来の行政の責任範囲→ 

←  拡 大 さ れ た 生 産 者 責 任 ( Ｅ Ｐ Ｒ ) の 範 囲  → 

 

施策１ 
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分別・リサイクルの取組促進 
 

１ 分別・排出ルールの周知・徹底 
 

【施策概要】 

 市民によるごみの適正な分別及び排出を推進するため、効果的に周知を行うよう努めます。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  市民の分別意識を高めるための普及啓発 

H20 

 

 

 

 

 

H21 

 

 

H22 

 

H22～ 

 

H23 

 

 

 

H24 

 

 

H25～ 

 

 

H26 

 

H26～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28～H29 

 新ごみルールの十分な周知を図るため、平成 20年 11 月から 21 年６月末まで、市

内各地域で、地域住民や各種団体などを対象に新ごみルールの説明会を 2,692 回開

催しました。また、７月以降は、出前講座を活用して市民への周知を図りました。

<<関連：4-1- ・ >> 
【Ｈ20 説明会参加人数：延べ 130,260 人（20 年 11 月～）】 

【Ｈ20 出前講座開催回数：54 回、参加人数：3,302 人】 

 新ごみルールの導入に伴う新たなごみ分別・排出ルールの周知を図るため、「家庭

ごみ収集日カレンダー」とともに、「ごみ分けガイド」と「お試し袋」を市内全世帯に

配布しました。 

  ごみの分別・排出ルールの周知を図るため、「広報さっぽろ」とともに、「家庭ごみ

収集日カレンダー」と「資源とごみの分け方・出し方」を市内全世帯に配布しました。 

 ３月に市内各大学や専門学校に依頼し、「ごみ排出ルールのリーフレット」を新入

生に配布しました。 

 平成 23 年４月からの新聞・雑誌・ダンボールの排出ルールの変更について広く周

知するため、市有施設や大学等へのポスター掲示、テレビＣＭ、広報さっぽろ、町内

会回覧、リーフレットの全世帯配布など様々な媒体を活用して、ルールの浸透に努め

ました。 

 知的障がいのある方や字を読むことがつらくなった高齢者などを対象としたごみ

の分別支援策として、イラストを主体とし、文字を大きくした「わかりやすいごみ分

けガイド」を作成しました。 

 ごみの分別・排出ルールのより一層の周知を図るため、年々普及率の高まっている

スマートフォンやタブレット端末で利用できる無料アプリ「札幌市ごみ分別アプリ」

を配信しました。 

 ごみの減量・リサイクルの推進を目的として、「ごみ分けガイド」の内容をリニュー

アルした上で、新ごみルール開始以来となる、全戸配布を行いました。 

 クリーンさっぽろ衛生推進協議会との共同事業として、ごみの減量・リサイクルの

推進を目的とした出前講座「さっぽろクリーンミーティング」を実施しました。 

【Ｒ２出前講座開催回数：80 回、参加人数： 4,279 人】 

 環境問題や清掃行政について、より一層の関心を持つきっかけとなるよう、ごみ収

集車の荷箱内部の様子やごみを巻き込む機械の仕組みが見えるスケルトン型ごみ収

集車を製作し、各地域のイベント等に参加しました。また、より市民にとって身近な

車両となるよう愛称を募集し、スケルトン型ごみ収集車の愛称を「ＧＯ！ミエール号」

としました。 

【Ｒ２延べ展示日数：49日（札幌市イベント：0日、小学校出前教室：49日 

その他：0日）】 

 スケルトン型ごみ収集車を１台増車して、２台体制としました。 

 スプレー缶・カセットボンベの排出方法が変更に伴う、ごみ分別・排出ルールの周

知を図るため、「ごみ分けガイド」、「わかりやすいごみ分けガイド」の内容をリニュ

ーアルしました。 

 

施策２ 
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  紙類と容器包装プラスチックの適正排出の促進 

H27   紙類・容器包装プラスチックの適正排出について周知・促進させることを目的とし、

「ごみ減量キャンペーン」を実施しました。ポスター掲出やＣＭ放映、商業施設等で

の啓発イベントにおけるリーフレットや雑がみ・容器包装プラスチック分別のコツが

印刷されたごみ袋の配布等により、市民への普及啓発を行いました。 

<<関連：4-3- ・ >> 

 

 

 問い合わせ先 
    環境事業部 循環型社会推進課                        電話 211-2928 

    環境事業部 業務課                   電話 211-2916 
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分別・リサイクルの取組促進 

 

２ 資源回収の促進に向けた取組 
 

【施策概要】 

 市民による自主的な資源化を促進するため、集団資源回収の利用しやすい環境づくりを進めると

ともに、回収拠点の利便性を高めます。 

 

  集団資源回収の更なる促進 

H3～ 

 

H14～ 

H21～ 

 

H22～ 

 

 

 
 
 
 
 
H23～ 

 

H26 

 

 

 

H27 

 

 

H30～ 

  集団資源回収は市民が身近に取り組めるリサイクル方法であることから、この取り

組みの促進を図るため、実施団体に奨励金を交付しました。 
  回収業者に対して、奨励金を交付しました。 
 集団資源回収の促進を図るため、平成 21 年７月から実施団体への奨励金の単価を

２円/kg から３円/kg に引き上げました。 

 回収業者への奨励金について、平成 22 年７月からダンボール・布類の単価を１円/

㎏から４円/㎏に増額し、集団資源回収への誘導を強化する一方、回収が定着してい

る新聞紙の単価を０円/㎏としました。 

 回収業者と連携して、集団資源回収未登録の町内会に対し、古紙類の回収手段を調

査し、資源回収を行っていない町内会に集団資源回収への参加を呼びかけるなど、未

実施地区の解消に向けた取り組みを推進しました。 
 集団資源回収の回収日や回収場所についての調査データをホームページで公開し、

集団資源回収の実施状況を調べることができるようにしました。 
 電話申込により個人宅への古紙回収を実施する家庭系古紙引取案内について、広報

誌やホームページ等で利用を呼びかけました。 
 町内会などの団体や回収業者に布類・リターナブルびん等の回収を呼びかけまし

た。<<関連：1-3- >> 
【Ｒ２回収量：41,254ｔ、奨励金交付団体数：4,281 団体、 

奨励金決算見込み額：1億 6,552 万円 
 実施団体への奨励金について、平成 27 年回収分から平成 26 年分と比較し、全体回

収量合計の増加部分に対し３円/㎏、さらにびん、金属、布の回収量合計の増加部分

に対し７円/㎏の加算金を交付することとしました。 

 集団資源回収を利用していない共同住宅入居者の新規参加を促すため、清掃事務所

が町内会による参加呼びかけを支援しました。 

【Ｒ２集団資源回収地域コーディネート実施団体数：17 団体】 

  回収拠点の利便性の向上 

 

H16～ 

 

 

 

H18～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 回収拠点の利便性の向上 

  平成 16 年 10 月から家電販売店やホームセンターの協力を得て、店頭での廃蛍光管

の拠点回収を開始し、以降、蛍光管回収協力店の募集や資源物としての持ち込みにつ

いてＰＲを行いました。 

【Ｒ２協力店 220 店舗、回収量：141ｔ】 

  古紙回収ボックスや地区リサイクルセンター、コンビニエンスストアなどで実施し

ている拠点回収などの情報を、新ごみルールの説明会やホームページなどで積極的に

提供しました。 

【Ｒ２古紙回収ボックス：19 か所、地区リサイクルセンター４か所  

古紙回収協力店：121 店、セイコーマート（市内全店）】 

  新ごみルールの説明会やホームページなどで、資源回収ボックス「ｅｃｏ（エコ）

ボックス」の設置を積極的に呼びかけました。 

【Ｒ２エコボックス：38か所】 
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H22～ 

 

H23～ 

 

H24～ 

  収集頻度が限られる集団資源回収を補完し、古紙回収の推進を図るため、地区セン

ター等に古紙回収ボックスを設置しました。 

  ダンボールの資源化の促進及び市民の利便性の向上のため、スーパーと共同でダン

ボールの回収ボックスを設置しました。<<関連：1-1- >> 
  区役所や区民センターに設置された古紙回収ボックスの休日利用を開始しました。 

 

H20 

 

H22 

 

 

H24 

 

H25 

 

H26 

 

H29 

 

H30 

 

２ 「地区リサイクルセンター」の設置 

  中央清掃事務所及びリユースプラザに設置された「地区リサイクルセンター」の運

営管理を行い、16 品目の資源物を回収しました。<<関連：1-3- >> 

  平成 22 年９月から、廃インクカートリッジを新たに収集品目に追加し、17 品目と

なりました。また、平成 23 年３月に「西地区リサイクルセンター」をリサイクルプ

ラザ二十四軒サテライト内に開設しました。 

  利用者の利便性向上のため、「西地区リサイクルセンター」の受入時間を変更しま

した。 

  平成 25 年 10 月から小型家電、12 月からスプレー缶・カセットボンベを新たに収

集品目に追加し、19 品目となりました。 

  平成 26 年 10 月から、古着を新たに収集品目に追加し、20 品目となりました。ま

た、同月に「北地区リサイクルセンター」を開設しました。 

  平成 29 年４月から、水銀体温計・水銀血圧計・水銀温度計を新たに収集品目に追

加し、21 品目となりました。 

  平成 30 年８月から、ライターを新たに収集品目に追加し、22 品目となりました。 

【Ｒ２回収量：765ｔ】 

 

H18～ 

３ 廃食油の回収と資源化 

  家庭から出される使用済み食用油をバイオディーゼル燃料にリサイクルするため、

レストランやスーパーのほか、まちづくりセンターなどの市有施設を拠点として、廃

食油資源化企業と協働で回収を行いました。<<関連：1-1- >> 

【Ｒ２回収拠点数：368 か所、回収量：242,932Ｌ】 

  小型家電リサイクルの更なる推進 

H25～   平成 25 年 10 月から、区役所等の市有施設や認定事業者と連携し、回収ボックスを

設置するなど、市内で小型家電の無料回収を始めました。 

平成 26 年２月からは、国の実証事業の機会を活用し、市内商業施設での無料回収

を始めたほか、10 月には新設した北地区リサイクルセンター、12 月には市内商業施

設３か所に回収ボックスを増設しました。 

【Ｒ２ボックス回収（無料）：36 か所、回収量：163ｔ】 

  出前講座「クリーンミーティング」や、チラシ、ポスターなどを活用し、多くの市

民に回収ボックスの利用を呼びかけました。また、事業者の取り組みもあわせて周知

することで、市民の利便性向上と市内の小型家電の回収量増加に努めました。 

  資源回収に関する積極的な情報発信 

H18～ 

 
  回収拠点の場所や回収品目について、ホームページ等でわかりやすく広報するとと

もに、公共施設、スーパー、ごみ減量イベント等でポスターの掲示やチラシを配布す

るなど積極的な情報提供を行いました。 
  また、コンビニエンスストアなどが自主的に実施する資源回収に関する情報をホー

ムページに掲載するなど、市民が幅広い選択肢の中で資源物を排出できるように情報

提供を行いました。 

  民間の回収拠点における回収量の把握 

H20～ 
 

  民間の回収拠点における回収量について把握に努めました。 
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 備考 

  集団資源回収量・登録団体数  
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  地区リサイクルセンター  
地区リサイクルセンターには、古紙や廃食油、蛍光管、古着などさまざまな資源物を一度にまと

めて持ち込むことができます。また、土日も開設していますので、休日に「まとめ出し」ができる

便利な回収拠点です。  

○ 中央地区リサイクルセンター ○ 厚別地区リサイクルセンター 

・所在地：札幌市南区南 30 条西８丁目７－１

（中央清掃事務所敷地内） 

・所在地：札幌市厚別区厚別東３条１丁目１－10

（リユースプラザ内） 

  

・受入時間： 10 時～15 時 ・受入時間： 10 時～16 時 

・休館日：年末年始 ・休館日：年末年始、月曜日（月曜日が祝日の場

合はその翌平日） 

○ 西地区リサイクルセンター ○ 北地区リサイクルセンター 

・所在地：札幌市西区二十四軒４条１丁目５

（リサイクルプラザ二十四軒サテライト内） 

・所在地：札幌市北区あいの里２条６丁目１－10 

（廃棄物空気輸送センター内） 

  

・受入時間：10 時～16 時 

・休館日：年末年始、月曜日（月曜日が祝日の

場合はその翌平日） 

・受入時間：10 時～16 時 

・休館日：年末年始、月曜日（月曜日が祝日の場

合はその翌平日） 

 

 

 問い合わせ先 
          環境事業部 循環型社会推進課                    電話 211-2928 
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分別・リサイクルの取組促進 

 

３ 生ごみ資源化の促進に向けた支援 
 

【施策概要】 

 生ごみを資源として活用するため、生ごみの堆肥化を促進します。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  家庭における自主的な生ごみ資源化の支援 

H17～ 

 

 

 

 

 

 

 

H19～ 

H23～H29 

 
 
 
 

H23～ 

 

  電動生ごみ処理機の購入助成を行いました。（本体価格の 1/2 以内、限度額２万円） 
【Ｒ２助成台数： 305 台】 

  コンポスターや密閉式容器堆肥化セットなどの堆肥化器材について、助成を行いま

した。 
【Ｒ２助成台数： 321 個】 

  生ごみ堆肥化をテーマとする地域の学習会などへ講師の派遣を行いました。 
【Ｒ２派遣回数：９回、参加者数：128 人】 

  生ごみハンドブックを作成し、配布しました。 
  家庭で取り組んだ生ごみ堆肥を回収しました。 
  南・豊平区内の一部の大規模集合住宅等を対象として、定山渓地域にある民間の生

ごみ処理施設を活用し、生ごみ分別収集・資源化の実証実験を行いました。これらの

検証結果を踏まえ、28 年度からは「分別生ごみ資源化事業」（モデル事業）として継

続し、生ごみの減量・資源化の推進を図りました（事業終了）。 

【Ｈ29 対象世帯数：3,441 世帯、実施期間：通年、資源化量：158.0ｔ】 

  生ごみ堆肥化セミナーを開催し、参加者に堆肥化器材を配布しました。 
【Ｒ２セミナー開催回数： 40 回、参加人数：654 人】 

 

 

 問い合わせ先 
    環境事業部 循環型社会推進課                         電話 211-2928 
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事業者による自主的な資源化の促進 
 

１ 事業者による自主的な取組の促進 
 

【施策概要】 

 民間リサイクルルート等を活用した自主的な資源化を促していきます。 

 

令和元令和２年度までに実施したこと 

  民間のリサイクルルートの把握・活用 

H17～ 

 

 

 

 

H20～ 

 

 

H23～ 

  古紙リサイクル、ビルオーナー、ビルメンテナンスなどの各団体の関係者で構成さ

れた「事業系古紙リサイクル促進検討会」における意見を踏まえ、平成 18 年３月か

ら回収協力店による拠点回収を行っています。 
  河川工事における伐採物などのリサイクルについて近郊市町村と協議を行い、市外

民間事業者による資源化などを行いました。 
  事業ごみの剪定枝のリサイクルは、これまで㈱リサイクル公社がチップ化すること

により行われてきましたが、平成 20 年９月に同公社は解散し、同年 10 月からは、一

般財団法人札幌市環境事業公社が同事業を担っています。 
  平成 23 年４月、定山渓地域に剪定枝・生ごみリサイクル施設が稼働したことから、

排出事業者へ施設の周知・誘導を行いました。 

  事業者による自主的なごみ減量・リサイクルの促進 

 

H21～ 

 

 

 

 

 

 

H25 

 

 

H27～ 

１ 大規模事業者関係 

 平成21年度に「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例」に基づく、「処理実 

績報告・減量計画書」の提出義務（平成５年度～）がある大規模事業者の対象建築

物の範囲を、延べ床面積3,000㎡以上から1,000㎡以上とし、対象事業所を約1,000か

ら約4,600に拡大しました。 

対象事業者には、事業ごみ指導員が直接立ち入り、計画書の提出指導のほか、分

別・リサイクルの促進に向けた普及啓発を行い、計画書の提出率は、平成21年度以

降、９割以上で推移しています。 

 新たに作成した「オフィス・店舗向け事業ごみ分別・処理ガイドブック」を全て

の大規模事業所に配布し、事業ごみ指導員の立ち入り指導等と併せて、効果的なご

みの減量方法やリサイクルの徹底を促進しました。 

  「見える化システム」を構築し、個々の大規模建築物について、「処理実績報

告・減量計画書」や立入開封調査によるデータから、廃棄物の排出状況やリサイク

ル余地等を解析（診断）し、処理費用削減効果等と合わせて事業者に提示すること

により、事業者の具体的なリサイクル活動の促進に向けた支援を開始しました。 

 

H20～ 

 

H22～ 

 

 

 

 

 

 

 

H23～ 

 

 

２ 小規模事業者関係 

  平成 20 年度から、小規模事業所から事業所用プリペイド袋で出された「燃やせな

いごみ」と「資源物」を分別して収集し、「資源物」をリサイクルしています。 

  平成 22 年 12 月に札幌薄野ビルヂング協会と「すすきのスリムタウン協定」を締結

し、協会と協働して、ごみの分別・資源化、環境美化を事業者に呼びかけるとともに、

「すすきの方式」と呼ばれるビル単位での生ごみの資源化（飼料化）を推進していま

す（13 か所で実施）。 

 平成 24 年には協会の自主事業として、ごみの減量・分別・リサイクルを積極的に

取り組んだテナントやビル所有者を表彰する「すすきの環境賞」を創設しました。 

令和元年 10 月には協会に対し、長年にわたる活動を称え、今後の更なるごみ分別・

減量化を期待し、「令和さっぽろ循環賞」を授与いたしました。 

  事業ごみ指導員の啓発等により、札幌狸小路・三番街商店街振興組合及び北 24 条

商店街振興組合において、店舗から排出されるダンボールなどの古紙を、商店街など

の地域団体と連携してリサイクル回収する「商店街古紙回収事業」を開始、平成 26
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H24～ 

 

 

 

 

 

 

H26～ 

 

 

H29～ 

 

年度には全区に拡大し、令和２年度末時点で 30 商店街にて実施されています。 

  平成 24 年度から令和元年度まで事業系資源ごみ回収ボックス設置費の補助事業を

行い、その間に累計 70 基に補助し、665 トンの資源ごみを回収しました。 

  平成 24 年１月、狸小路商店街振興組合・札幌大通まちづくり会社と「狸小路スリ

ムタウン協定｣を締結し、この協定に基づく協同により、古紙分別回収事業の普及啓

発活動等を行いました。平成 27 年度からは、商店街古紙回収事業を実施する商店街

と連携し、合同巡回やチラシの配布、看板の設置等の啓発活動のほか、商店街同士の

意見交換会を開催しました。 

  オフィスビル内の事業者同士が集団資源ごみ回収を行う「オフィスビル商店街化」

を開始し、事業系資源ごみ回収ボックス設置費の補助対象をオフィスビル内の共同設

置などにも拡大し、令和２年度末時点で 49 団体にて実施されています。 

  平成 29 年度から令和元年度まで「商店街古紙回収事業」の取り組み等を伝えるニ

ュースレター「ショリクマ通信」を発行し、累計で 47 商店街・地域団体にごみ減量

を呼びかけました。 

  飲食店等と連携した食品ロス削減の推進 

H27 

 

H28～ 

 

 

 

 

H30～ 

 

R1～ 

 

  定山渓地区及び市内中心部のホテルに対し、事業系食品ロスに関するアンケート調

査を実施しました。 

  外食時の食べ残しを減らす取組「2510（ニコッと）スマイル宴（うたげ）」につい

て、市民向けの普及啓発活動を開始しました。また、ごみ減量や資源の有効活用など、

環境配慮活動をしている飲食店を「もったいない運動参加店」（平成 20 年度～）とし

て登録し、広報することで、その活動を広めようとする事業を保健所と連携して行っ

ており、令和３年７月末時点の登録店数は 164 店舗となっています。 

  市民及び事業者への啓発用ＰＲ動画を作成し、市内３カ所の大型街頭ビジョンで放

映いたしました。 
  令和元年度に市内ホテルの協力を得て、食べ残しの持ち帰りに使用するドギーバッ

グの試行導入を行いました。市民意識の更なる醸成や飲食店側の食中毒発生時の責任

の所在などの課題がある一方、運動に好意的な意見も多かったことから、令和２年度

には飲食店 34 店舗で 645 個の試行配布を行い、食品ロス削減の機運醸成を図りまし

た。 

  市内の飲食関連事業者に対し食品ロス削減に関する取組状況を調査したところ、７

割以上の事業者が保管方法や発注量、調理方法の見直しなどの取組をしており、手法

や事例の周知が食品ロス削減の推進に有効なことが分かりました。 

  市で受け入れている産業廃棄物のリサイクルの更なる推進 

H17～   市の処理施設における搬入監視体制の強化による受入状況の変化や、民間処理の状

況などを勘案し、産業廃棄物受入品目からがれき類（コンクリート類）を削除しまし

た。 

  定山渓地区における地域内循環の取組促進 

H18～ 

 

H19～ 

 

 

H24～ 
 

   定山渓のホテルや旅館などの事業者が分別排出した生ごみを堆肥化し、農地で利用

する取り組みを行いました。 

  堆肥化施設を定山渓地域に整備し地域内循環の確立を目指す「札幌市定山渓地域バ

イオマスタウン構想」を策定するとともに、民設民営による堆肥化施設の整備支援を

行いました。堆肥化施設は、平成 23 年度に運用が開始されました。 

 バイオマスの地域内循環推進の一環として、定山渓地域の堆肥化施設から、定山渓

のホテルや旅館などから排出された生ごみを堆肥化した堆肥の提供を受け、定山渓地

域の花植え事業の堆肥として散布する取り組みを行いました。 

 

 

 問い合わせ先 
        環境事業部 事業廃棄物課                       電話 211-2927 

      環境事業部 循環型社会推進課                    電話 211-2928 
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事業者による自主的な資源化の促進 
 

２ 適正排出指導の徹底 
 

【施策概要】 

 事業者に対して「処理実績報告・減量計画書」の提出と実行を求めるとともに、事業所に対する

適正な分別・資源化の指導を拡大・強化します。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  排出事業者への適正排出指導の強化 

H20～ 

 

 

H21～ 

 

 

 

 

 

H30～ 

  清掃工場などでの搬入規制を踏まえた事業者向けの「ごみリサイクルガイド」によ

り周知・指導を行いました。平成 21 年度からは、事業ごみ指導員による立入指導な

どにより、搬入規制の周知と分別・リサイクルに係る指導を強化しました。 
  事業ごみ指導員とさっぽろごみパト隊等が連携して、小規模事業者に対する適正排

出やごみ減量・分別・リサイクルの促進に向けた指導及び普及啓発を行いました。 
  「処理実績報告・減量計画書」の提出義務がある大規模事業者に対しては、ごみ分

別の資料等を配布するとともに、提出された計画書に基づく事業ごみ指導員による立

入指導等を行い、適正排出指導、制度の周知や分別・リサイクルの促進に向けた普及

啓発を行っています。 
  事業ごみ指導員とさっぽろごみパト隊の連携について、報告様式等を見直すことな

どにより、事業者に対する適正排出指導に関しての連携体制を強化しました。 

 

 

 問い合わせ先 
    環境事業部 事業廃棄物課                   電話 211-2927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策３ 
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 備考 

  事業所用プリペイド袋収集 

○ 事業所用プリペイド袋収集とは？ 

ごみ処理料金の振り込みなどの手間を省くため、１日のごみ排出量が 40 リットル以下の小規

模事業所から排出される事業ごみを、袋代に処理手数料が含まれた事業所用プリペイド袋を用い

て収集するもので、一般財団法人札幌市環境事業公社が実施しています。 

事業所用プリペイド袋には「燃やせるごみ」用の白色の袋と、「資源物・燃やせないごみ」用

の黄色の袋と２種類があります。事業所用プリペイド袋により排出されたごみは個別に回収しま

すので、本制度の利用にあたっては、事前申し込みが必要です（ごみステーションに排出するこ

とはできません）。 

○ 「資源物」と「燃やせないごみ」の分別について 

「資源物・燃やせないごみ」（黄色の事業所用プリペイド袋）は一台の車両で収集し、リサイ

クルのため手選別施設に搬入しますが、手選別作業の負担軽減及び効率化を図るため、「資源物」

と「燃やせないごみ」をそれぞれ別々の袋に分別して排出するようお願いしています。 

さらに、「資源物」のうち「容器包装プラスチック」については、小さな袋などにまとめてか

ら事業所用プリペイド袋に入れて排出するようお願いしています。 
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事業者による自主的な資源化の促進 
 

３ 市による率先したごみ減量・リサイクル行動 
 

【施策概要】 

 札幌市役所も一つの事業者として、率先してごみの減量・リサイクルに取り組みます。 

 

  市庁舎等におけるごみ減量化運動の推進 

R1～   市役所本庁舎から出るごみ量を公式 HP にて公開しました。 

 

 

 問い合わせ先 

  環境事業部 循環型社会推進課                  電話 211-2912 

 

 備考 
  市役所（本庁舎）から出るごみ量 

 

 

施策３ 
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市民に対する支援と普及啓発 
 

１ ごみステーション問題の改善 
 

【施策概要】 

 市民の関心が高く、身近な問題となっているごみステーションに関して、ごみステーションパト

ロールを実施するとともに、地域環境美化の推進を図ります。 

 

         令和２年度までに実施したこと 

  ごみステーションの管理支援 

 

H20～ 

１「さっぽろごみパト隊」によるごみステーションの管理支援 

  平成 20 年 10 月から、ごみステーションをパトロールし、不適正排出者への個別指

導などの業務を行う、「さっぽろごみパト隊」を各清掃事務所に配置して、ごみステ

ーション管理の支援を行っています。 

【Ｒ２ごみステーション指導件数： 1,682 件】 

  「さっぽろごみパト隊」は、平成 20 年 10 月に 14 名で先行配置され、21年４月か

ら全市で 59 名、新ごみルールを開始した７月には 110 名、22 年４月からは 90 名、25

年４月からは、再び 110 名、27 年４月からは 118 名の体制としています。 

 

H20～ 

 

 

 

 

H21～ 

 

 

 

 

H24～ 

 

H28～ 

 

２ ごみステーション管理器材の助成 

  カラス等によるごみ散乱防止の対策として、ごみネット及びカラスよけサークルを

対象とした助成を行いました。 

○ ネット…購入価格の半額（上限 5,000 円）を助成 

 ○ サークル…購入価格の半額（上限 7,000 円）を助成 

【Ｒ２助成数：ネット 1,362 枚、サークル 548 基】 

  カラス等によるごみ散乱防止の対策として、敷地内に設置する箱型ごみステーショ

ンの設置助成を行いました。 

○ 箱型・物置型…設置費の半額（上限 12,000 円）を助成 

○ 一部開放型…設置費の半額（上限 7,000 円）を助成 

【Ｒ２助成数： 715 基】 

 さっぽろごみパト隊の活動内容やごみステーションの改善事例を掲載した活動紹介

冊子を作成しました。 

  カラス等によるごみ散乱防止の対策として、折りたたみ式箱型器材を対象とした助

成を行いました。 

○ 折りたたみ式箱型器材…設置費の半額（上限 12,000 円）を助成 

【Ｒ２助成数：2,566 基】 

  町内会などによる地域環境美化の推進 

H10～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  クリーンさっぽろ衛生推進協議会に対し、自主的な活動を支援するため補助金を交

付したほか、以下の事業を共催により実施しました。 

【Ｒ２推進員数：2,779 人、補助金決算額：568 万円】 

○ ごみゼロの日キャンペーン 

クリーンさっぽろ衛生推進協議会との共催で、ごみゼロの日（５月 30 日）にポ

イ捨て防止・環境美化を呼びかける街頭啓発やごみ拾いを実施しました。 

○ 市長表彰 

「クリーンさっぽろ」の実現に向けた地域活動の功績を称え、町内会や個人など

の表彰を行いました。 

○ 「札幌市ポイ捨て等防止条例」「エコライフ市民運動」の普及啓発及び実践に向

けた取り組みを行いました。 

 

 

施策４ 
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H20～22 

 

 

H21 

 

 

 

H24 

 

 

H26～ 

  町内会やマンション管理組合などを対象に環境美化用品（ほうき、ちりとりなど）

の提供を行いました。 

【Ｈ20～22 延べ提供数：4,608 団体】 

  新ごみルール開始時の対策として、７月１日から 10 日までの間、市職員、町内会

及びクリーンさっぽろ衛生推進員による早朝啓発を実施しました。 

なお、早朝啓発は、共同住宅のオーナー、管理組合、管理会社にも協力を呼びかけ

ました。 

  希望のあった町内会及びクリーンさっぽろ衛生推進協議会を「札幌市ごみ排出マナ

ー啓発団体」として委嘱し、札幌市の名称が入った腕章の提供を行いました。 

【Ｈ24 提供数：5,085 枚】 

  クリーンさっぽろ衛生推進協議会との共同事業として、ごみの減量・リサイクルの

推進を目的とした出前講座「さっぽろクリーンミーティング」を実施しました。 

【Ｒ２出前講座開催回数：80 回、参加人数：4,279 人】 

  共同住宅のごみ排出マナーの改善 

H20～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28～ 

  共同住宅のオーナーや管理会社などによる居住者へのごみ排出マナーの周知やご

みステーションの管理などを規定した「札幌市ごみステーションの設置及び清潔保持

等に関する要綱」を平成 20 年４月から施行しました。 

施行後は、建築・設計・不動産関係の団体・企業に対する説明会や、地域住民説明

会で周知するなど、制度の普及・浸透に努めました。<<関連：2-1- >> 
  平成 21 年２月に、札幌市と不動産関連団体や管理会社を構成メンバーとして「札

幌市共同住宅ごみ排出マナー改善対策連絡協議会」を設立し、ごみ排出マナー改善に

向けた具体策を協議しました。また、平成 21 年 12 月から協議会の趣旨に賛同する賛

助会員の募集を開始しました。 

  共同住宅のごみ排出マナー改善のため、共同住宅の排出指導台帳を作成し、「さっ

ぽろごみパト隊」などが、共同住宅ごとの日常的な排出状況などの調査を行いました。 

  平成 28 年 10 月から平成 29 年３月まで協議会会員の共同住宅管理会社と「共同住

宅ごみ排出マナー改善重点指導実施プロジェクト」を実施し、会員傘下の団体に向け

てポスターを作成しました。 

  共同住宅の専用ステーション設置の促進 

H20～   平成 20 年４月に「札幌市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱」

を施行し、ごみステーションを敷地内に設置しなければならない共同住宅の対象を拡

大しました。 

また、同要綱の施行後は、建築・設計・不動産関係の団体・企業に対する説明会や

地域住民説明会などにより、制度の普及・浸透に努めました。<<関連：2-1- >> 

【Ｒ２既存共同住宅の専用ステーション設置数：230 件】 

  「ごみステーションの小規模化」の推進 

H24～  平成 26 年 10 月にごみステーションまでの距離が遠い、利用世帯が多くごみステー

ションがごみであふれて置き場がないなど地域の実情に応じて、ごみステーション１

か所当たりの利用世帯数を、原則となる基準の半分である 10～15 世帯にできるよう

基準を緩和しました。 

【Ｒ２札幌市内のごみステーション設置数：55,789 か所】 

 

 

 問い合わせ先 
          環境事業部 業務課                 電話 211-2916 
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 備考 

  さっぽろごみパト隊とは？ 

「さっぽろごみパト隊」とは、ごみステーションのパトロール、ごみ排出の立ち会い指導や不適

正排出ごみを開封し、排出者が特定された場合に個別指導を行うなどの清掃指導を行う指導員のこ

とです。 

なお、「さっぽろごみパト隊」は、条例に基づき市長から任命され、公務員として個人情報など

についての守秘義務を負っています。 

 

  「札幌市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱」について 

ごみステーションの利用や共同住宅におけるごみ保管場所の設置などを定めている規定の全面

的な見直しを図り、平成 20 年４月から「札幌市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する

要綱」を施行し、市民の皆さんや共同住宅の所有者などに次のことについて、ご協力いただくこと

となりました。 

   

 

○ ごみステーションの清潔保持 

・ネットやカラスよけサークルなどの管理器材を有効活用して清潔を保持すること。 

・管理器材の整理やごみステーションの清掃・除雪は、ごみステーションの利用者全員で行うこ

と。 

・ごみは自ら管理に携わるごみステーションに排出すること。 

 

   

○ 共同住宅所有者などからの居住者に対するごみ排出ルールの周知徹底 

・共同住宅の所有者、管理組合、管理会社は、居住者に対し分別指導を行い、また、居住者とと

もにごみステーションの清潔保持に努めること。 

・共同住宅の賃貸に関する斡旋・仲介業者は、入居時にごみの分別方法、排出日時などを周知す

ること。 

○ 共同住宅のごみステーションの設置など 

・住戸を６戸以上有する新築の共同住宅は、敷地内にごみステーションを設置すること。 

・既存の共同住宅であっても、ごみステーションの共用に当たり、近隣住民と良好な関係が保持

できない場合は、敷地内にごみステーションを設置すること。 

 

  

市民の皆さん 

共同住宅の所有者など 
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市民に対する支援と普及啓発 
 

２ 高齢者等への対応 
 

【施策概要】 

 高齢者等に対して、わかりやすく効果的な方法で普及啓発を進めるとともに、ごみ排出に係る支

援を行います。 

 

 令和２年度までに実施したこと 

  高齢者に対する効果的な普及啓発 

H26～ 

 

H29 

  市の職員が対面で家庭ごみの分け方・出し方・減らし方を説明する出前講座「さっぽ

ろクリーンミーティング」を実施しました。 

  ごみ分別を簡潔な表にした「資源とごみの分け方・出し方一覧」を全世帯に配布しま

した。 

  要介護者等に対するごみ排出支援の実施 

H21～   一定の要件に該当する要介護者や障がい者に対し、「玄関先からのごみの収集」や「大

型ごみの家屋内からの運び出し」を支援する「さわやか収集」を地域福祉活動と連携を

図りながら行いました。平成 24 年 10 月から対象要件等を緩和して、西区でモデル事業

を実施し、26 年４月から要件緩和を全市に拡大しました。また、平成 29 年度から、介護

保険の事業対象者を要件に追加し、対象要件を拡大しました。 

【Ｒ２玄関先からの収集対象：4,713 世帯】

【Ｒ２大型ごみの家屋内からの運び出し：586 世帯 1,097 品目】

  大量に排出されるごみへの対応 

H30～ 

 

  遺品整理の実態について、情報収集を行うとともに、周知方法のあり方について検討

しました。 

 

 

 問い合わせ先 
      環境事業部 業務課                    電話 211-2916 

      環境事業部 循環型社会推進課      電話 211-2912 

 

 

 備考 

  さわやか収集 

○ 支援内容 

・燃やせるごみなどの「生活ごみ」は、週１回、玄関先等から収集 

・「大型ごみ」は、家の中から運び出して収集（一度に三点まで） 

・希望者には、安否確認として、ごみの収集時に毎回声掛けを行う（平成 26 年４月からの支援） 

○ 対象（※平成 29 年４月から対象要件を拡大） 

家庭から出るごみや大型ごみを自ら運ぶことが困難で、親族や近隣住民、地域ボランティア等

による支援が受けられず、以下のいずれかに該当する方。なお、２人以上の世帯の場合は、満 15

歳に到達した日以後最初の３月 31 日までの者及びホームヘルプサービスを利用している 18 歳

施策４ 
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未満の者を除く世帯員全員が要件に該当することが必要です。 

・介護保険の要介護２以上または障がい福祉サービスの障害支援区分３以上 

・介護保険の事業対象者、介護保険の要支援１・２または要介護１か、障がい福祉サービスの

障害支援区分１・２で、本人または世帯内の１人以上がホームヘルプサービスを利用してい

ること 

 ※事業対象者とは、平成 29 年４月から開始している札幌市介護予防・日常生活支援総合事

業の対象者のこと。 

・障がい福祉サービスの同行援護を利用していること  
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市民に対する支援と普及啓発 
 

３ 具体的な行動につなげる普及啓発の実施 
 

【施策概要】 

 ごみ減量・リサイクル行動の実践を促すため、新聞や広報誌などのさまざまな媒体を活用するな

ど、ごみ減量・リサイクルに関する確実な情報提供に努めます。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  様々な媒体を活用した普及啓発 

H3～H25 

 

 

H5～ 

 

 

 

 

H11～ 

 

H19～H28 

 

H20～ 

 

 

 

 

 

H21 

 

 

 

H21～H30 
 

 

 

 

H24～ 

 

 

 

H26～ 

  札幌市のごみ問題やごみ減量・リサイクルの方法などの情報を提供するため、「さっ

ぽろＧＯＭＩマガジン」を広く市民に配布するとともに、ホームページへ掲載しまし

た。<<関連：1-1- >> 

  環境プラザにおいて、環境に関する情報の発信や、学校の「総合的な学習の時間」

の授業や市民グループが主催する学習会などに、「環境保全アドバイザー」（平成５年

度～）及び「環境教育リーダー」（平成 14 年度～）の派遣を行いました。 

【Ｒ２環境保全アドバイザー派遣：17 件、参加者 284 人】 

【Ｒ２環境教育リーダー派遣：32 件、参加者 798 人】 

  ホームページを開設し、事業内容やイベント、計画の進捗状況、ごみ減量・リサイ

クルに関する情報など、本市の清掃事業に関する情報の提供に努めました。 

  リサイクルの流れを分かりやすく紹介したリーフレットである「札幌市のリサイク

ル」を、出前講座や新ごみルール説明会などの機会を通じて市民に配布しました。 

 環境に配慮した取り組みを行っている事業者を「さっぽろエコメンバー」として登

録し、その取り組みを公表する「さっぽろエコメンバー登録制度」により、事業者の

自主的な環境配慮の取り組みを推進してきました。 

また、北海道グリーンビズ認定制度と連携したほか、金融機関が低利融資の対象と

する等、「さっぽろエコメンバー」登録の促進を図りました。<<関連：1-1- >> 

【Ｒ２さっぽろエコメンバー登録事業所数：1,824 件】 

  新ごみルールの周知を図るため、５月下旬から６月中旬にかけて、「ごみ分けガイ

ド」などを市内全世帯に配布しました。さらに、テレビ、ラジオ、新聞、公共交通機

関広告、ポスター、広報誌などの各種媒体による集中的なＰＲを７月中旬まで行いま

した。 

  主に札幌市内で活動し、環境保全に貢献する優れた取り組みを行っている個人・企

業・団体を表彰する「さっぽろ環境賞」を平成 21年２月に創設しました。第 10 回と

なる平成 30 年度には「市民・団体部門」「企業部門」の各部門別で表彰を実施し、合

計９件の自薦・他薦の中から、選考委員会の選考を経て５件の受賞者を決定し、２月

に表彰式を行いました。 

  市民によるごみ減量の取組を進めるため、「ごみ減量キャンペーン」を実施しまし

た。ポスター掲出、ＣＭ放映、ＳＮＳやフリーペーパーを活用した広報、商業施設に

おける啓発イベント等の実施により、市民への普及啓発を行いました。 

<<関連：1-2- ・ 、2-1- >>  

  ごみ減量啓発用ＤＶＤ「今すぐできる！生ごみダイエット」を活用した、ごみの減

量やリサイクルの取り組みに関する普及啓発を行いました。<<関連：1-2- >> 

 直接ごみに関連する貴重な媒体である指定ごみ袋の外袋に、資源物の適正排出や生

ごみ減量のポイントを掲載しました。 

  市外からの転入者に対する普及啓発 

H22～ 

 

 

  ３月末から４月初めの転入者の多い時期に、各区役所において転入者向けにごみに

関するＰＲコーナーを設けてごみの分別などの普及啓発を行いました。 

※令和２年及び令和３年３月末は新型コロナウイルス感染症の影響を受け未実施。 
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H25～ 

 

  市外転入者の転入手続き時に、各区戸籍住民課から、「ごみ分けガイド」と「家庭ご

み収集日カレンダー」を配布しました。 

  市外転入者に札幌市のごみルールを知ってもらうため、各区役所戸籍住民課のモニ

ターで「ごみ分別ルール啓発動画」を放映しました。 

  普及啓発施設等を活用した情報発信 

H12～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H21～ 

 

 

 

 

 

 

 

H24～H27 

  リサイクルプラザ宮の沢において、次に掲げる事業を行い、市民の学習機会の拡大

や自主的な活動及び交流の支援を行うとともに、分別ルールの周知など、ごみ減量・

リサイクルに関する最新情報を積極的に発信しました。<<関連：1-3- 、2-1- >> 
〇 各種教室講座の開催や、市民交流広場事業におけるリユース品の展示、ごみ減量 

 について学べる情報コーナーの設置など 

         【Ｒ２教室・講座などの開催回数：98 回、参加者数：7,131 人】 

 〇 プラザ事業ニュース（毎月）、ごみニュケーションさっぽろ（年２回）などの冊子 

  の発行やホームページへの掲載 

【Ｒ２情報紙発行部数：35,300 部】 

 〇 清掃工場や資源物の選別施設などを見学する「ごみ処理施設見学会」を開催 

  リユースプラザにおいて、次に掲げる事業を行い、市民の学習機会の拡大や自主的

な活動及び交流の支援を行うとともに、分別ルールの周知など、ごみ減量・リサイク

ルに関する情報を発信しました。<<関連：1-3 、2-1- >> 
○ 各種教室、講座の開催 

【Ｒ２教室・講座などの開催回数：８回、参加者数：55 人】 

○ 市民団体との協働によるイベントの開催 

           【Ｒ２イベント参加者数：955 人】 

○ 地区リサイクルセンターにおける資源物等の回収 

  札幌市内の小学生及びその親を対象に、リサイクル施設の見学を主とした親子施設

見学会を実施し、ごみの減量・リサイクルに関する普及啓発を行いました。 

  イベントにおけるごみ減量・リサイクルの推進 

H15～ 

 

 

 

H16～ 

 

 

H24～R1 

  リサイクルプラザ宮の沢と連携し、移動食器洗浄車「アラエール号」やリユース食

器を町内会等の団体に貸し出ししました。また、貸し出しに関する情報をイベント主

催団体へ積極的に提供し、リユース食器の利用促進を図りました。なお、「アラエー

ル号」については、車両の老朽化に伴い、平成 27年度で貸し出し終了としています。 

  環境広場さっぽろなどのイベントに参加し、パネル展示やクイズを実施するなど、

ごみ減量・リサイクルに関する普及啓発を行いました。<<関連：1-1- >> 
【Ｒ２環境広場さっぽろ出展ブース来場者数：246 人】 

  市民によるごみ減量の取組を進めるため、「ごみ減量キャンペーン」において、食

品ロスを削減する冷蔵庫整理術セミナーや料理教室等を開催しました。 

<<関連：1-2- ・ 、2-1- >> 
【Ｒ１参加者数：4,531 人】 

  外国人に対する普及啓発 

H21～ 

 

 

 

 

H25～ 

 

R1 

 ごみ収集日カレンダー（中国語、韓国語、ロシア語を併記）をホームページへ掲載

しました。 

 ごみ収集日カレンダー（英語、中国語、韓国語）を配布しました。  

 新ごみルールの導入に伴う新たなごみ分別・排出ルールの周知を図るため、外国語 

 版ごみ分けガイド（英語、中国語、韓国語）を作成しました。 

 無料アプリ「札幌市ごみ分別アプリ」（日本語のほか、英語、中国語、韓国語に対応）

の配信を開始しました。 

 外国語版ごみ分けガイドのベトナム語版を作成しました。 

 
 

 問い合わせ先 
     環境都市推進部 環境政策課               電話 211-2877 
      環境事業部 循環型社会推進課              電話 211-2928 
      環境事業部 業務課                   電話 211-2916 
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                 市民に対する支援と普及啓発 
 

４ ごみについて関心を高める環境教育の充実 
 

【施策概要】 

 ごみ減量・リサイクルへの理解と関心を高め、積極的な参加を促すため、リサイクルプラザ・環

境プラザ・清掃工場などの施設を活用した学習の場を増やすなど、あらゆる機会を通じた環境教育

を効果的に進めます。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  継続した環境教育の実施 

H19～ 

 

 

 

H19～ 

 

 

 

H20～ 

  小中学校を対象に、資源物の選別施設や清掃工場をはじめとする環境関連施設の見

学や自然体験など、環境教育に関する校外学習を実施する際に、バスの貸出事業を行

っていますが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症対策のため中止しました。 

【Ｒ２バス貸出数：事業中止により貸出なし】 

  小中学生を対象に「エコライフレポート」を配布し、夏休みや冬休み中にエコ行動

を実践し、また、レポートを提出してもらうことで、児童・生徒一人一人の環境に対

する関心を高めるための啓発活動を行いました。             

【Ｒ２に取り組んだ児童・生徒の割合：夏休み 94.0％、冬休み 93.9％】 

  ごみ・水・雪などの環境に関する各部門を統合した小学生向け総合的環境副教材を、

市立小学校の新１、３、５年生の全児童に配付しました。また、平成 31 年度の配付

に向け改訂を行いました。 

  札幌市内の小学生を対象に、「小学生向け出前講座：ごみの分け方・出し方」を実

施しました。 

【Ｒ２実施校：56 校、受講児童数：3,733 人】 

  フードリサイクルを通じた環境教育 

H18～ 

 

 

 

 

H27～ 

 教育委員会が主体として取り組みを進めている「学校給食フードリサイクル事業」

について、一般廃棄物許可業者やリサイクル施設の関係者とも連携して円滑な事業の

実施を支援していきます。学校給食残渣回収校は、市内の市立小中学校等 297 校とな

りました。フードリサイクルで作られた堆肥は、205 校で環境教育に活用されました。 

 

 フードリサイクルを題材とした指導教材（ＤＶＤ・ポスター・プラカード）を全市

立小中学校及び特別支援学校に配付しました。 

【Ｈ27 指導教材配付校数：303 校】 

 

 

 問い合わせ先 
  環境事業部 業務課                                  電話 211-2916 

  環境都市推進部 環境政策課                              電話 211-2877 

  環境事業部 事業廃棄物課                              電話 211-2927 

  環境事業部 循環型社会推進課                      電話 211-2928 

 

 

 

  

施策４ 
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持続可能な収集・処理体制の確立 
 

１ 資源循環処理体制の確立 
 

【施策概要】 

 ごみ焼却時の熱利用や焼却灰リサイクル等、廃棄物のエネルギー利用を積極的に進めるための体

制を整備します。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  廃棄物処理エネルギーの有効利用 

S61～ 

 

  ごみの焼却時に発生する熱を利用して、外部への熱供給と発電を行っています。発

電した電気は工場の運転に使用するとともに、余剰電力を電力会社に売却しています。 
  今後のごみ処理体制の構築にあたり、ごみ焼却エネルギーのより効率的な回収や有

効利用が可能となるよう調査・検討を行いました。 

  焼却灰リサイクルの推進 

H20～  埋立処分量の減量、資源の有効利用を図るため、清掃工場の焼却灰をセメント原料 
としてリサイクルする試験を実施し、輸送・セメント製造に問題のないことを確認しま

した。これを受け、平成 25 年度から本格事業化し、リサイクル量を順次拡大して実施

しています。 
【Ｒ２焼却灰リサイクル量：18,505ｔ】 

  計画的な処理施設の整備等の検討 

 

H21～ 

 

 

H22～ 

１ 清掃工場 

  新ごみルール開始以降、焼却ごみが大幅に減量したことに伴い、篠路清掃工場以外

の３か所の工場で焼却処理が可能であると判断し、平成 23 年３月末をもって篠路清掃

工場を廃止しました。 

  市内３か所の清掃工場による焼却ごみの安定的な処理のため、長期的な計画により

設備の整備等を実施し、延命化に取り組みました。 

  また、エネルギー有効利用のため、白石清掃工場の発電能力を維持する必要があるこ

とから、平成 27 年度からの４か年で整備を行いました。 

 

H21～ 

 

 

 

２ プラスチック選別センター 

 「容器包装プラスチック」の選別精度や選別能力の向上などを図るため、既存選別施

設の振動ふるい機、梱包機及びコンベア等の機械設備を整備しました。平成 26～27 年

度に老朽化した梱包機３台及び機器の回転数を制御するインバータ装置、平成 28 年度

に中央監視装置を更新しました。 

  駒岡清掃工場の更新計画 

H25～ 

 

 

H26～ 

H27～ 

 

 

H28～ 

 

 

 

 

H29～ 

  駒岡清掃工場の更新について、エネルギー供給拠点としての役割を強化するため、

より効率的なエネルギー回収を目指し、高効率発電や熱利用等を推進することを基本

とした更新計画及び環境影響評価手続き等を開始しました。 

  駒岡清掃工場の更新について、地域に向けた説明会を２回実施しました。 

  基本構想の策定に向け、検討委員会を開催しました。 

  環境影響評価手続きとして、計画段階環境配慮書を縦覧し、札幌市環境影響評価審

議会の答申及び市長意見を受け、配慮書手続きを完了しました。 

  基本構想を策定しました。 

  環境影響評価方法書を縦覧し、札幌市環境影響評価審議会の答申及び市長意見を受

け、方法書手続きを完了しました。また、準備書の作成に向けて、現地調査（秋冬）を

実施しました。 

  ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査を実施しました。 

  基本計画（案）を取りまとめ、パブリックコメントを実施しました。 
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H30～ 

 

 

 

 

R1～ 

 

 

 

 

R2～ 

  環境影響評価準備書の作成に向けて、現地調査（春夏）を実施しました。 

  建設予定地の地質調査及び敷地造成基本設計を実施しました。 

  基本計画を策定しました。 

  実施方針を公表しました。 

  環境影響評価準備書を縦覧し、札幌市環境影響評価審議会の答申及び市長意見を受

け、準備書手続きを完了しました。また、評価書の作成を実施しました。 

  建設予定地の敷地造成工事実施設計を実施しました。 

  特定事業の選定を実施しました（ＤＢＯ方式にて実施）。 

  入札公告及び入札説明書の公表を実施しました（総合評価一般競争入札方式）。 

  落札者の決定及び公表を実施しました。 

  審査講評の公表を実施しました。 

  建設予定地の敷地造成工事（樹木伐採、雨水調整池の整備）を実施しました。 

  引き続き敷地造成工事（整地、法面の整備）を実施しました（敷地造成完了）。 

  特定事業契約を締結しました。 

  環境影響評価事後調査（工事中）を実施しました。 

 

 

 問い合わせ先 
         環境事業部 施設管理課                           電話 211-2922 
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持続可能な収集・処理体制の確立 
 

２ 埋立地の容量確保 
 

【施策概要】 

 長期的に安定したごみ処理体制を維持するため、埋め立て処分量を可能な限り削減するとともに、

計画的な用地取得や造成などにより、埋立容量を確保します。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  埋立地の容量確保 

S59～ 

 

  平成 27 年度に山本東地区Ｅブロックの貯留施設造成が終了しました。また、東米里

西地区の造成に向けた基盤整備（載荷盛土）を平成 24 年度から継続して進めています。 

【Ｒ２決算額：6,850 万円】 

  既存の埋立区画については、ごみ埋立の進ちょくに合わせたえん堤のかさ上げや適正

な維持管理を行うための排水処理施設の整備などを実施しました。 

【Ｒ２決算額：8,100 万円】 

  将来にわたり廃棄物の適正処理を維持していくため、埋立用地の確保に向けた検討を

進めてきました。 

 

 

 問い合わせ先 
  環境事業部 施設管理課                     電話 211-2922 

 

 

 備考 
  札幌市のごみ埋立地の構造 

 

 

 

 

 

  

Ｐ

土えん堤 

シート下部湧水排水管 

ガス抜き 

侵入防止柵 

浸出水処理施設へ 

地下水観測井戸 保護砂 

ごみ 

覆土 

遮水工（２重） 

飛散防止柵 
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持続可能な収集・処理体制の確立 
 

３ 未利用資源の活用の検討 

 

【施策概要】 

 今までごみとして扱っていたものを資源として活用できないか、検討を行います。 

 

 令和２年度までに実施したこと 

  廃棄物の資源化等に向けた調査・研究 

H29～ 

 

 従来リサイクルが難しかった廃棄物の再資源化等の技術開発について、情報収集を

行っています。 

  廃棄物系バイオマスなどの再生可能エネルギーとしての活用の検討 

H25～29 

H29～ 

 民間企業や大学と連携してバイオコークスの試験製造を実施しました。 

 バイオマス由来材料を利用した鋳鉄製造において、バイオマス由来材料の添加量や

添加条件を研究し、実際に利用する際の課題、対策の検討等を行いました。 

  民間リサイクルルート等の更なる活用に向けた調査研究 

H29～ 

 

 廃棄物系バイオマスを暖房エネルギー等としての活用に関する技術開発について、

情報収集を行っています。 

 

 

 問い合わせ先 
       環境事業部 循環型社会推進課              電話 211-2912 

 

  

施策５ 
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持続可能な収集・処理体制の確立 
   

４ 収集・処理における環境への配慮 
 

【施策概要】 

 ごみ収集車両からの排出ガスの削減や、ごみ焼却時に発生するダイオキシンの抑制など、環境に

配慮した収集・処理を行っていきます。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  ごみ収集作業における環境負荷の低減 

H12～20 

 

 

H19～30 

 

 

 

 

H24～ 

 ごみ収集車に、低公害車である天然ガス車の導入を順次進めてきました。 

Ｒ１天然ガスごみ収集車：１台  

※Ｒ１年度末で使用を廃止  

 ディーゼルエンジンを搭載したごみ収集車などの車両については、環境負荷の少な

いバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の使用を進めてきました。 

【Ｈ30 ＢＤＦ使用ごみ収集車:８台（全て市有車、スケルトン展示車両２台含む）】 

     ※Ｈ30 年度末で使用を廃止 

 

 ごみ収集車などの車両には、燃費も良く、ＣＯ２排出量の少ない「クリーンディー

ゼル車」等の「次世代自動車」を導入することに努めています。 

【Ｒ２次世代自動車（ごみ収集車等）：75 台  

ＬＰＧ車（美化パトロール車等）： ６台】 

  排ガス等の排出基準の順守 

H11～  ダイオキシン類対策特別措置法などに基づき、清掃工場の排ガス・焼却灰・排出水中

のダイオキシン測定を行いました。 

 また、その他大気汚染防止法や下水道法などの関係法令に基づき、定められた物質の

測定を行いました。これらの測定結果について、環境白書や清掃ホームページなどで公

表を行いました。 

 施設の機能維持を図るための定期整備や改修工事の際は、作業員のダイオキシン類

ばく露防止対策に沿って適切に対策を行いました。 

  埋立地における環境保全対策 

S59～ 

 

 環境負荷低減のため、埋立地からの浸出水管理を徹底するとともに、周縁地下水など

の観測を行い、適正な維持管理を行ってきました。 

 

 

 問い合わせ先 
    環境事業部 業務課                        電話 211-2916 

    環境事業部 施設管理課                  電話 211-2922 
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持続可能な収集・処理体制の確立 
 

５ 不法投棄対策の強化 
 

【施策概要】 

 監視体制の強化や違反者に対する厳しい指導などにより、不法投棄の未然防止に努めます。 

 

 令和２年度までに実施したこと 

  不法投棄の監視 

H6～ 

 

 

 

 

H13～ 

 

 

H14～ 

 

 

  北海道廃棄物不法処理対策戦略会議、石狩地域廃棄物不法処理対策戦略会議及び環

境犯罪対策推進連絡会議に参加し、北海道・警察・周辺自治体などの関係機関と連携

を図っています。 
  悪質・巧妙化する廃棄物の不法投棄の防止のため、容易に立ち入りができない場所

を中心としたヘリコプターによる上空からの監視を実施しています。 
  不法投棄多発地帯には、監視体制の強化や不法投棄の抑止を狙い、啓発用のぼり旗

等に加え、監視カメラの設置を行っています。 
【Ｒ２監視カメラ設置台数：22 台】 

  専任指導員による日常のパトロールに加え、警備会社に委託して休日も含めた夜間

のパトロールを実施しています。 
【Ｒ２不法投棄発見件数：1,157 件】 

  市民・事業者と連携した不法投棄対策 

H17～ 

 

 

H22～ 

 「不法投棄ボランティア監視員制度」への参加者を募集し、市民と協働して、不法投

棄の被害拡大の防止及び不法投棄されない環境づくりを進めています。 

【Ｒ２不法投棄ボランティア監視員：335 人】 

 不法投棄ボランティア監視員制度に加え、事業者の協力を得て不法投棄を監視する

協定の締結を行い、不法投棄されない環境づくりを強化しています。 

【不法投棄監視協定締結事業者数：８事業者】 

 

 

 問い合わせ先 

    環境事業部 事業廃棄物課                   電話 211-2927 
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清掃事業の最適化と安全・安心な体制の構築 
 

１ 収集・処理業務の最適化 

 

【施策概要】 

 収集業務や清掃工場・埋立地などの処理業務の民間委託拡大などにより、最適化を進めていきま

す。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  効率的な収集業務の推進 

 

H23～24 

H24 

 

H25 

 

 

H26～29 

H30 

１ 清掃事務所 

 清掃事務所の業務執行体制を見直し、職員数の削減を行いました。 

 ごみ収集車の整備業務を民間へ委託し、職員数の削減を行いました。 

 公用車運転業務を見直し、職員数の削減を行いました。 

 「さわやか収集」の対象要件の緩和により、大幅な利用者数の増加が見込まれたこと

から、清掃事務所業務の一部委託などを行い、これまでと同じ人員で業務の増大に対応

することとしました。 

 清掃事務所の業務執行体制を見直し、職員数の削減を行いました。 

 豊平清掃事務所を南清掃事務所と統合（豊平・南清掃事務所）し、職員数の削減を行

いました。 

 

H24 

H25～26 

 

H27～28 

２ 清掃工場 

 清掃工場の業務執行体制を見直し、職員数の削減を行いました。 

 ごみの適正かつ安定的な処理体制を維持しながら、清掃工場・埋立地の処理業務など

を効率化することについて、検討を行いました。 

 駒岡清掃工場運転業務を民間へ委託し、職員数の削減を行いました。 

  民間活力を活用した施設整備手法の検討 

H22～ 

 

 

H25～ 

 

H26～ 

 

H28 

 

 

H29 

 

R1 

R2 

 効率的に民間の能力を活用するため、従来単年度契約としていた、大型ごみ破砕施

設・資源物選別施設などの運転管理業務の一部について、22 年度より３年間の長期委

託を実施しました。 

 ごみ処理のさらなる効率化に向け、民間廃棄物処理施設などを活用したごみ処理に

ついて、情報収集等を行いました。 

 今後の施設整備に向けて、民間の資金・経営能力・技術力の活用が可能なＰＦＩ・Ｐ

ＰＰ手法の導入可能性について検討を開始しました。 

 駒岡清掃工場更新事業における整備・運営事業を効率的に実施するため、民間資金や

建設・運営のノウハウを最大限に活用するＰＰＰ／ＰＦＩの導入可能性について調査

を実施しました。 

 駒岡清掃工場更新事業について、施設の設計・建設・運営等を民間事業者に包括
的に委託するＤＢＯ方式を導入する方針を決定しました。 

 駒岡清掃工場更新事業を特定事業として選定しました（ＤＢＯ方式にて実施）。 

 駒岡清掃工場更新事業の特定事業契約を締結しました。 

 

 問い合わせ先 
   環境事業部 総務課                    電話 211-2906 

   環境事業部 業務課                    電話 211-2916 

   環境事業部 循環型社会推進課               電話 211-2912 

   環境事業部 施設管理課                                電話 211-2922 
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清掃事業の最適化と安全・安心な体制の構築 
 

２ ごみ処理手数料制度の効果的な運用 
 

【施策概要】 

 家庭ごみ処理手数料制度がその目的を果たしているか引き続き検証するとともに、他市町村の状

況等についても、併せて調査研究していきます。また、事業ごみの処理費用負担について、処理経

費やリサイクルへの排出誘導の観点について考慮し、引き続き適正化に努めます。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  家庭ごみ処理手数料 

 

H21～ 

１ 指定ごみ袋制度 

 ごみ量などから、家庭ごみ処理手数料制度が目的を果たしているか、また、その効果

について検証を行いました。 
  本市の家庭ごみ処理手数料の徴収方法は、４種の指定ごみ袋を用いた排出量単純比
例方式を採用しています。 

<<指定ごみ袋の種類と価格>> 

袋の大きさ     価格/組 

5 リットル袋   100 円（10 枚１組） 

10 リットル袋   200 円（10 枚１組） 

20 リットル袋   400 円（10 枚１組） 

40 リットル袋   400 円（ 5 枚１組） 
  指定ごみ袋の製造・保管配送及び手数料収納など、制度の円滑な運用に努めました。 
  市民が様々な場所や時間帯で指定ごみ袋を購入できるよう、スーパーやコンビニエ 
ンスストアなどの小売店で指定袋を扱う仕組みを維持するとともに、十分な取扱店の
確保に努めました。                【Ｒ２店舗数：2,081 店舗】 

 

H21～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24～ 

２ 減免制度 

  子育て支援や介護支援などの観点から、次の世帯に対して一定枚数の指定ごみ袋を

無償交付しました。 

・「札幌市在宅高齢者等・重度障がい者（児）紙おむつサービス事業」の受給者 

・２歳未満の乳幼児がいる世帯 

・生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯（平成 21 年度限り） 

  道路や公園など公共の場所を、市民が自発的に清掃して出るごみについて、無料でご

みステーションに排出するための専用のごみ袋（ボランティア袋）を清掃事務所や区役

所、土木センター、まちづくりセンターなど 114 か所の窓口（令和元年度末時点）で交

付しました。 

  2 歳未満の乳幼児がいる世帯に無償交付する指定ごみ袋について、10 リットルと 20

リットルの選択制にしました。 

 

R1 

３ 家庭ごみ処理手数料による施策の展開 
  令和元年度の手数料収入は、以下の事業に充当しました。 

① 「雑がみ」「枝・葉・草」の分別収集・資源化など、新たな収集・処理体制の構築に

係る経費 

② 集団資源回収奨励金や電動生ごみ処理機の購入助成、ごみ減量キャンペーンの実施

など、家庭ごみの発生・排出抑制や資源化促進に係る経費等 

③ 家庭ごみの分別が進むことにより増加する「容器包装プラスチック」や「びん・缶・

ペットボトル」の収集・選別に係る経費 

④ 「さっぽろごみパト隊」によるごみステーションの監視パトロール、排出指導など、

ごみステーション問題の改善や市民サービス向上に係る経費 

⑤ 「家庭ごみ収集日カレンダー」の作成・配布やリサイクルプラザ、リユースプラザ

施策６ 
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の運営管理費など、普及啓発・環境教育に係る経費 

⑥ 指定袋の製造や手数料の収納管理事務など、家庭ごみ有料化制度に係る経費 

  事業ごみ処理手数料 

H21～  ごみ処理にかかる経費や景気の動向などを踏まえながら、適正な処理手数料の設定

に努め、平成 21 年１月及び平成 25 年１月に手数料の値上げを実施しました。 

 

 

 問い合わせ先 

    環境事業部 循環型社会推進課              電話 211-2912 

 

 

 

 備考 
  ごみ処理手数料減免制度の概要 

○ 「札幌市在宅高齢者等・重度障がい者（児）紙おむつサービス事業」の受給者 

１か月間に使用する紙おむつの平均数量に相当する容量のごみ袋として、20 リットル用指定

ごみ袋１組（10 枚）を、１か月に１回、おむつサービス事業により紙おむつを配達する際にあわ

せて配達します。 

○ ２歳未満の乳幼児がいる世帯 

乳幼児の月齢に応じて、２歳になるまでの間に使用する紙おむつの平均数量に相当する枚数の

指定ごみ袋を組単位で無償交付します。また、平成 24 年８月から無償交付する指定ごみ袋の種

類を 10 リットルと 20 リットルのどちらか一方の選択制にしました。 

乳幼児の月齢 

容量 

10 リットル 20 リットル 

交付枚数 

生後０か月 ～ ３か月未満 200 枚 100 枚 

生後３か月 ～ ６か月未満 180 枚 90 枚 

生後６か月 ～ ９か月未満 160 枚 80 枚 

生後９か月 ～ １歳未満 140 枚 70 枚 

生後１歳０か月 ～ １歳３か月未満 100 枚 50 枚 

生後１歳３か月 ～ １歳６か月未満 80 枚 40 枚 

生後１歳６か月 ～ １歳９か月未満 60 枚 30 枚 

生後１歳９か月 ～ ２歳未満 40 枚 20 枚 
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  ボランティア袋 

○ 種類 

10 リットル用と 40 リットル用の２種類（燃やせるごみ・燃やせないごみ共用） 

○ 対象となるごみ 

・屋外の公共の用に供する場所及び空き地（管理者などが明らかなものを除く）をまち美化を目

的としてボランティアで清掃した際に出るごみ 

・ごみステーションの散乱ごみ 

・公園や道路の街路樹から私有地に飛散した落葉など 

・町内会など街区公園管理業務委託で収集したごみ 

・その他市長が認めるもの 

○ 交付対象 

清掃ボランティア活動を行う個人、町内会など団体及び事業者で、札幌市内に住所がある者 

○ 交付枚数 

１回の申し込みで交付するボランティア袋の枚数は、10 リットル用と 40 リットル用を合わせ

て、原則として、個人 20枚まで、団体 200 枚まで 

○ 排出量 

１回当たりの排出量の上限は、400 リットルが目安 
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  令和２年度決算 家庭ごみ処理手数料 約 33 億円の使いみち 

 

 

  令和２年度指定ごみ袋取扱店への納品枚数 

指定ごみ袋容量 納品枚数 

５リットル 17,606,500 枚 

10 リットル 31,226,000 枚 

20 リットル 35,842,500 枚 

40 リットル 13,726,500 枚 

● 新たな分別収集の開始と市民の取組の支援

・ 「雑がみ」の分別収集と資源化

・ 「枝・葉・草」の分別収集と資源化

・ 焼却灰リサイクルの実施

・ 小型家電リサイクルの促進

・ 「びん・缶・ペットボトル」の収集と資源化　

・ 「容器包装プラスチック」の収集と資源化

● 家庭ごみの発生・排出抑制や資源化促進のための経費

食品ロスの削減、使い捨てプラスチックの使用削減等の促進

● ごみステーション問題の改善や市民サービス向上のための経費

さっぽろごみパト隊による監視パトロール、排出指導の実施

ごみステーション数の増加に伴う収集経費の増加　

● 普及啓発・環境教育のための経費

家庭ごみ収集日カレンダー及びごみ分けガイドの作成・配布

各種啓発冊子の配布、啓発イベントの開催　

● 家庭ごみ有料化を実施するための経費

指定ごみ袋の製造・保管、収納管理経費 

項　　　目

約21億円

(うち約16.9億円)

新たな収集・処理体制を構築するための経費

(うち約4.1億円)

家庭ごみの分別が進むことにより増加する収集・選別のための経費等

約6億円

約3億円

集団資源回収奨励金

電動生ごみ処理機などの購入費助成

地区リサイクルセンターの運営管理

蛍光管拠点回収・リサイクルの促進

約2億円
ごみステーション管理器材購入費・箱型ごみステーション設置費の助成

約1億円 リサイクルプラザ宮の沢の運営管理

リユースプラザ等の運営管理
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  原価計算方法による算定 

  令和２年度ごみ種別の１トン当たりの収集・処理原価（決算） 

 

※ 燃やせるごみには、地域清掃ごみのうちの可燃物を含んでいます。 

     燃やせないごみには、地域清掃ごみのうちの不燃物を含んでいます。 

        大型ごみには、リサイクル品として収集して修理・再生したものは含んでいません。 

     平成 29年度まで別途表示していた「破砕ごみ（破砕工場）」は、ごみの収集区分ごとに按分して計上して 

います。 

 自己搬入ごみとは、市民の皆様や事業所が清掃工場等に直接搬入するごみを指します。 

 

  ごみ処理手数料の主な内容（Ｈ25.１.１改定） 

種  類 処理手数料（改定前） 処理手数料（改定後） 

事業系一般廃棄物を収集し、

運搬し、及び処分するとき。 

20 リットルにつき 120 円。た

だし、これによることが著し

く実情にそぐわないもので

規則で定めるものは、１キロ

グラムにつき 28 円 

20 リットルにつき 130 円。た

だし、これによることが著し

く実情にそぐわないもので

規則で定めるものは、１キロ

グラムにつき 30 円 

清掃工場に搬入された一般

廃棄物を処分するとき。 
10 キログラムにつき 170 円 10 キログラムにつき 200 円 

ごみ資源化工場に搬入され

た一般廃棄物を処分すると

き。 

10 キログラムにつき 110 円 10 キログラムにつき 130 円 

埋立処理場に搬入された一

般廃棄物を処分するとき。 
10 キログラムにつき 170 円 10 キログラムにつき 200 円 

 

  

8,698円

20,325円

28,153円

33,738円

31,382円

34,084円

17,260円

20,430円

43,465円

23,351円

15,570円

31,323円

13,674円

30,778円

51,942円

36,750円

18,902円

22,632円

4,135円

24,267円

51,649円

41,827円
64,517円

83,324円

70,834円
36,162円

43,062円

円 10,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円 90,000円 100,000円

（参考）集団資源回収

自己搬入（資源化工場）

自己搬入（資源化工場以外）

枝・葉・草

雑がみ

容器包装プラスチック

びん・缶・ペットボトル

大型ごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

家庭ごみ全体

収集 処理 合計
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清掃事業の最適化と安全・安心な体制の構築 
 

３ 大規模災害に備えた取組 
 

【施策概要】 

 大地震等の災害に備え、災害時のごみ処理体制や震災がれきの処理方法、防災訓練等について見

直し・検討を行います。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  災害廃棄物処理計画の策定 

H24 

 

H25 

 

 

 

 

 

 

H27 

H30 

 

 

 

R1 

  「札幌市で大規模な震災が発生した場合に備える震災廃棄物等処理シミュレーショ

ン業務」を行い、被災時のがれき等処理体制について検討しました。 

  札幌市及び周辺自治体で「札幌圏震災等廃棄物処理に係る相互支援協定」を締結し、

大規模震災等の発生時における相互協力体制を構築しました。 

  公益社団法人北海道産業廃棄物協会（現：公益社団法人北海道産業資源循環協会）

と「震災等廃棄物処理の支援に関する協定」を締結し、大規模災害時に市内外の民間

産業廃棄物処理業者の協力を得る体制を構築しました。 

  大規模災害時における対応力の向上を図るため、災害時に想定される業務について、

優先度に応じた業務の分類・整理を行いました。 

  具体的な災害を想定したシミュレーション訓練を実施しました。 

  災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するための災害応急対策、復旧・復興対策

等対応等に必要な事項を取りまとめた「札幌市災害廃棄物処理計画」を策定しました。 

  災害廃棄物の出し方や、日頃からの備えなどについて、分かりやすくまとめた「も

しもの時の災害廃棄物処理の手引き」を作成しました。 

  家庭ごみ収集を委託している８社及び札幌環境維持管理協会と「災害時における家

庭系一般廃棄物等の収集運搬に関する協定」を締結し、大規模災害が発生した場合に

おける協力体制を構築しました。 

 

 

 問い合わせ先 

  環境事業部 循環型社会推進課                電話 211-2912 

  環境事業部 総務課                     電話 211-2906 

  環境事業部 事業廃棄物課                                  電話 211-2927 

  環境事業部 業務課                     電話 211-2916 

 

 

  

施策６ 
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清掃事業の最適化と安全・安心な体制の構築 
 

４ 広域処理の検討 
 

【施策概要】 

 ごみ処理における広域的な協力体制のあり方について、他市町村と十分に協議を深めていきます。 

 

令和２年度までに実施したこと 

  他自治体との広域的なごみ処理に関する検討 

H25～ 

 

H28～ 

 他自治体と協力し、焼却灰をセメント工場で原料の一部に利用する焼却灰リサイク

ルを開始しました。 

 他自治体からのし尿受入れに関する協定を締結し、平成 28 年 10 月より受入れを開

始しました。 

 本市のごみ処理の状況や社会情勢の変化を把握しながら、関係市町村等と情報交換

を行っています。 

 

 

 問い合わせ先 

  環境事業部 循環型社会推進課                          電話 211-2912 
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取組指標 
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１．２R を推進するためのしくみづくり 

 

施策項目 取組指標 単位 H27 H28 H29 H30 R１ R２ 

１－１－  
マイバッグ等持参率 ％ 86 85 85 85 87 87 

レジ袋削減量（枚数） 万枚 11,263 11,186 11,196 11,264 11,389 11,531 

１－１－  スリムネットフォーラム参加者数 人 219 200 165 200 中止※ 37※ 

１－２－  
リーフレット配布数（食ロス） 枚 32,889 51,091 71,096 58,768 94,740 159,723 

リーフレット配布数（消費期限等） 枚 32,889 - - 45,632 94,740 159,723 

１－２－  リーフレット配布数（生ごみ水切り） 枚 32,889 51,091 71,096 6,568 60,565 44,914 

１－３－  

来館者数（リサイクルプラザ） 人 54,950 58,600 58,875 61,440 68,517 35,145※ 

来館者数（リユースプラザ） 人 37,134 34,983 36,515 37,049 37,320 36,031※ 

家具・自転車の提供個数（リサイク

ルプラザ） 
点 784 733 738 827 838 737※ 

家具・自転車の提供個数（リユース

プラザ） 
点 2,314 2,248 2,352 2,493 2,495 3,230※ 

１－３－  古着回収量 ㌧ 154.61 143.54 159.88 153.58 168.68 31.45※ 

 ※新型コロナウイルス感染症の影響による 

2．分別・リサイクルの取組促進 

 

施策項目 取組指標 単位 H27 H28 H29 H30 R１ R２ 

２－２－  

集団資源回収地域コーデ

ィネート声かけ数 
件 - - - 77 182   235 

集団資源回収地域コーデ

ィネート実施団体数 
団体 - - - 27 9   17 

２－２－  
小型家電回収量（民間回

収分含む） 
㌧ 915.2 806.3 907.4 1,112.8 1305.0 1,456.6 

２－３－  

電動生ごみ処理機購入助

成数 
台 212 207 214 208 311   305 

生ごみ堆肥化器材購入助

成数 
個 403 366 331 291 316   321 

生ごみ堆肥化セミナー受

講数 
人 1,387 1,529 1,535 1,477 1,581  782※ 

※新型コロナウイルス感染症の影響による 

３．事業ごみの減量・リサイクルの推進
 

施策項目 取組指標 単位 H27 H28 H29 H30 R１ R２ 
３－１－  

３－１－  

３－２－  

減量計画書・処理実績報告書 

提出率 
％ 99.2 98.2 99.1 99.6 98.6  98.4 

３－１－  
回収ボックス１基あたりの

古紙リサイクル量 
kg 1,544 1,965 2,194 2,340 2,289  1,172 

３－１－      

啓発件数（動画放映件数） 件 - - - 6 6    3 

啓発件数（カレンダー配布件

数（H28-H29 は作成枚数）） 
件 - 2,000 5,000 4,800 9,800  2,750 
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４．市民に対する支援と普及啓発 
 

施策項目 取組指標 単位 H27 H28 H29 H30 R１ R２ 

４－１－  

ステーションパトロール数 千件 2,940 2,970 2,792 2,618 2,890  3,268 

個別指導件数 件 10,361 5,494 5,528 4,740 3,431  2,492 

早朝啓発件数 件 643 424 507 452 279  35※ 

ごみステーション管理器材

助成件数 
件 5,134 4,775 4,950 4,046 4,217  4,476 

４－１－  専用ステーション設置数 件 23,149 24,952 26,627 27,950 29,072 30,071 

４－１－  ごみステーション設置数 件 47,151 49,208 51,234 53,018 54,356 55,737 

４－２－  
クリーンミーティング開催

回数 
件 264 281 238 248 251  80※ 

４－３－  

転入者向け家庭ごみ相談窓

口での相談件数（例年３月末

実施） 

件 1,765 948 585 693 中止※ 中止※ 

上記のうち、転入者の相談件

数 
件 - - - 295 中止※ 中止※ 

４－３－  

来館者数（リサイクルプラ

ザ） 
人 54,950 58,600 58,875 61,440 68,517 35,145※ 

来館者数（リユースプラザ） 人 37,134 34,983 36,515 37,049 37,320 36,031※ 

教室・講座等の参加者数（リ

サイクルプラザ） 
人 13,612 14,295 16,161 15,458 17,361 7,131※ 

教室・講座等の参加者数（リ

ユースプラザ） 
人 540 389 544 564 573 55※ 

４－３－  

クリーンミーティング開催

回数 
件 264 281 238 248 251  80※ 

クリーンミーティング参加

人数 
人 12,919 14,030 11,654 18,145 20,584 4,279※ 

ごみ減量・リサイクルブース

の入場者数 
人 16,330 30,535 18,485 17,764 6,301 246※ 

上記のうち、環境広場さっぽ

ろ出展ブース来場者数 
人 1,867 1,177 2,150 1,640 1,770 246※ 

４－３－  

外国語版ごみ分けガイド作

成部数 
枚 2,000 2,000 6,000 6,000 2,600  1,200 

外国語版ごみ分別アプリダ

ウンロード数（年度末時点） 
件 1,268 1,976 2,321 4,384 8,141 15,556 

４－４－  

小学生向け出前講座（出前教

室）開催回数 
回 76 71 74 89 115  56※ 

工場見学者のクリーンミー

ティング開催回数 
回 - - - 8 34   0※ 

大学や専門学校の新入生向

け啓発チラシの配布枚数 
枚 15,355 16,500 16,550 17,630 15,805 16,600 

※新型コロナウイルス感染症の影響による 

５．持続可能な収集・処理体制の確立
 

 

施策項目 取組指標 単位 H27 H28 H29 H30 R１ R２ 

５－１－  焼却灰リサイクル量 ㌧ 14,509 14,507 14,833 14,502 14,510 18,505 

５－４－  

次世代自動車の導入台数 

（ごみ収集車） 
台 10 6 6 6 6    6 

次世代自動車の導入台数 

（その他車両） 
台 11 0 5 3 2    1 
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